
国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
〇
七

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て

─
若
干
の
比
較
立
法
的
考
察

─

徐

　
　
　
　
　瑞

　
　静

一
　
は
じ
め
に

法
が
目
的
と
す
る
法
的
安
定
性
（
予
測
可
能
性
）
と
具
体
的
妥
当
性
（
正
義
）
の
両
者
は
、
一
見
、
前
者
を
重
視
す
れ
ば
、
後
者
が
後
退

し
、
ま
た
、
後
者
の
重
視
は
前
者
の
後
退
を
も
た
ら
す
関
係
に
あ
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
両
者
と
も
重
要
な
法
の
目
的
で
あ

り
、
両
者
が
調
和
を
も
っ
て
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
現
代
法
に
お
け
る
要
請
で
あ
る
。
確
か
に
、
現
代
法
の
精
緻
化
に
向
け
た
努
力
を
背
景

と
し
て
、
そ
の
実
現
が
必
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
と
い
う
認
識
も
深
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
る

（
１
）

。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
実
質
法

の
レ
ベ
ル
に
止
ま
ら
ず
、
国
際
私
法
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
国
際
私
法
の
目
的
は
渉
外
的
要
素
を
有
す

論
　
説

）
九
五
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
〇
八

る
私
法
関
係
の
準
拠
法
を
決
定
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
の
法
的
安
定
性
と
は
、
明
確
な
国
際
私
法
規
則
の
定
立
に
よ
り
準
拠
法

が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
予
測
可
能
性
で
あ
り
、
他
方
、
具
体
的
妥
当
性
と
は
、
一
定
の
国
際
私
法
規
則
を
機
械
的
に

適
用
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
個
別
の
事
案
の
内
容
を
考
慮
し
、
時
に
は
、
不
適
当
と
見
ら
れ
る
解
決
を
も
た
ら
す
本
来
の
準
拠
法
（
原
則
的

準
拠
法
）
の
適
用
を
退
け
る
こ
と
に
よ
り
、
事
案
に
即
し
た
好
ま
し
い
解
決
（
正
義
）
を
も
た
ら
す
準
拠
法
を
選
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

一
九
六
〇
年
代
頃
、
ア
メ
リ
カ
国
際
私
法
が
徹
底
し
て
具
体
的
妥
当
性
を
追
求
し
た
抵
触
規
則
を
導
入
し
た
こ
と
に
触
発
さ
れ
、
と
く
に

西
欧
諸
国
を
中
心
と
し
て
、
法
的
安
定
性
の
確
保
に
腐
心
し
て
き
た
大
陸
型
国
際
私
法
が
、
従
来
通
り
の
法
的
安
定
性
を
維
持
し
な
が
ら

も
、
解
決
の
具
体
的
妥
当
性
を
確
保
で
き
る
国
際
私
法
規
則
の
定
立
を
模
索
し
始
め
て
か
ら
す
で
に
久
し
い
。
こ
の
小
稿
に
お
い
て
論
じ

ら
れ
る
例
外
条
項
（escape clause, clause d ’exception

）
を
め
ぐ
る
論
議
も
、
さ
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
原
則
的
準
拠
法
に
対
し
、

一
定
の
場
合
に
例
外
的
準
拠
法
を
適
用
す
る
と
い
う
例
外
条
項
の
基
本
的
な
考
え
方
の
始
原
を
辿
れ
ば
、
一
九
一
三
年
な
い
し
一
九
一
四

年
か
ら
の
ウ
ィ
ー
ン
国
際
私
法
草
案
第
一
六
条
に
そ
の
原
型
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
同
条
は
、
同
草
案
第
一
三
条

な
い
し
第
一
五
条
の
諸
規
定
に
つ
い
て
、「
個
々
の
事
件
の
状
況
か
ら
、
そ
れ
ら
の
法
律
で
は
な
く
、
他
の
法
律
が
法
律
関
係
の
合
理
的

な
調
整
に
調
和
す
る
こ
と
が
明
ら
か
な
と
き
は
、
当
該
他
の
法
律
が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
し
て
い
た

（
２
）

。
こ
の
規
定

は
、
債
務
の
準
拠
法
の
み
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
例
外
条
項
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
問
題
性
の
本
質
を
よ
く
表
現
し
て
い

る
。
そ
の
後
、
一
九
八
七
年
に
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
が
そ
れ
を
規
定
し
て
以
来
、
ス
イ
ス
及
び
ド
イ
ツ
に
お
い
て
活
発
に
論
じ
ら
れ

（
３
）

、
そ

の
一
方
、
一
九
七
八
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
第
一
条
も
一
般
例
外
条
項
の
先
駆
け
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る

（
４
）

。
現
在
も
継
続
し
て

い
る
大
陸
型
国
際
私
法
の
改
正
な
い
し
法
典
化
が
目
指
し
て
い
る
の
は
、
従
来
の
よ
う
に
明
確
で
、
か
つ
、
柔
軟
性
を
も
具
え
た
国
際
私

法
規
則
で
あ
り
、
例
外
条
項
も
そ
の
範
疇
に
属
し
て
い
る
。

）
九
六
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
〇
九

国
際
私
法
の
柔
軟
化
は
、
従
来
の
規
則
の
枠
組
み
の
中
に
お
い
て
も
、
弾
力
的
な
解
釈
及
び
運
用
に
よ
り
、
多
様
な
形
で
の
試
み
が
な

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
と
し
て
、
例
え
ば
、
法
律
関
係
の
性
質
決
定
、
公
序
条
項
や
反
致
条
項
の
積
極
的
な
活
用
の
ほ
か
、
本
国
法
の
確

定
に
お
け
る
実
効
的
国
籍
の
理
論
、
ま
た
、
先
決
問
題
の
準
拠
法
の
決
定
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
折
衷
説
等
も
、
国
際
私
法
規
則
の
柔
軟
化

の
た
め
の
理
論
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
５
）

。
改
革
の
成
果
と
し
て
、
単
一
的
連
結
の
規
則
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
か
つ
て
の

国
際
私
法
か
ら
脱
却
し
て
、
多
元
的
連
結
の
規
則
を
汎
用
す
る
国
際
私
法
へ
と
改
変
し
た
こ
と
や
、
一
定
の
実
質
的
利
益
の
確
保
を
目
し

た
選
択
的
連
結
の
規
則
や
強
行
規
定
の
特
別
連
結
の
規
則
を
採
用
し
た
こ
と
等
、
精
緻
な
規
則
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
小
稿
が
テ
ー

マ
と
す
る
例
外
条
項
も
ま
た
、
原
則
的
準
拠
法
の
適
用
に
代
え
て
、
解
決
の
具
体
的
妥
当
性
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
に
法
的
根
拠
を
提

供
す
る
こ
と
に
な
る
点
に
お
い
て
、
国
際
私
法
の
柔
軟
化
の
た
め
に
機
能
す
る
抵
触
規
則
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、

国
際
私
法
規
則
の
柔
軟
化
が
進
む
中
に
あ
っ
て
、
柔
軟
化
の
象
徴
と
も
言
え
る
規
則
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
外
条
項
が
、
原
則
的

準
拠
法
を
排
し
て
ま
で
援
用
さ
れ
る
べ
き
場
合
と
は
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て

は
、
必
ず
し
も
十
分
に
明
確
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
法
的
安
定
性
を
も
保
持
し
な
が
ら
柔
軟
性
を
も
顧
慮
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
お
い

て
は
、
ま
さ
に
、
柔
軟
な
規
則
の
発
動
基
準
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
小
稿
の
目
的
は
、
内
外
国
の
立
法
及
び

学
説
を
概
観
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
よ
う
な
課
題
へ
の
接
近
を
試
み
る
こ
と
に
あ
る
。
な
お
、
例
外
条
項
と
同
一
の
概
念
及
び
機
能

を
有
す
る
規
定
と
し
て
、
ド
イ
ツ
国
際
私
法
学
に
お
い
て
は
回
避
条
項
（A

usw
eichklausel

）
と
い
う
語
句
が
定
着
し
て
お
り
、
こ
の
小

稿
に
お
い
て
も
そ
れ
に
倣
っ
て
い
る
。

）
九
六
三
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
〇
九

国
際
私
法
の
柔
軟
化
は
、
従
来
の
規
則
の
枠
組
み
の
中
に
お
い
て
も
、
弾
力
的
な
解
釈
及
び
運
用
に
よ
り
、
多
様
な
形
で
の
試
み
が
な

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
と
し
て
、
例
え
ば
、
法
律
関
係
の
性
質
決
定
、
公
序
条
項
や
反
致
条
項
の
積
極
的
な
活
用
の
ほ
か
、
本
国
法
の
確

定
に
お
け
る
実
効
的
国
籍
の
理
論
、
ま
た
、
先
決
問
題
の
準
拠
法
の
決
定
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
折
衷
説
等
も
、
国
際
私
法
規
則
の
柔
軟
化

の
た
め
の
理
論
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

（
５
）

。
改
革
の
成
果
と
し
て
、
単
一
的
連
結
の
規
則
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
か
つ
て
の

国
際
私
法
か
ら
脱
却
し
て
、
多
元
的
連
結
の
規
則
を
汎
用
す
る
国
際
私
法
へ
と
改
変
し
た
こ
と
や
、
一
定
の
実
質
的
利
益
の
確
保
を
目
し

た
選
択
的
連
結
の
規
則
や
強
行
規
定
の
特
別
連
結
の
規
則
を
採
用
し
た
こ
と
等
、
精
緻
な
規
則
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
小
稿
が
テ
ー

マ
と
す
る
例
外
条
項
も
ま
た
、
原
則
的
準
拠
法
の
適
用
に
代
え
て
、
解
決
の
具
体
的
妥
当
性
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策
に
法
的
根
拠
を
提

供
す
る
こ
と
に
な
る
点
に
お
い
て
、
国
際
私
法
の
柔
軟
化
の
た
め
に
機
能
す
る
抵
触
規
則
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、

国
際
私
法
規
則
の
柔
軟
化
が
進
む
中
に
あ
っ
て
、
柔
軟
化
の
象
徴
と
も
言
え
る
規
則
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
外
条
項
が
、
原
則
的

準
拠
法
を
排
し
て
ま
で
援
用
さ
れ
る
べ
き
場
合
と
は
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て

は
、
必
ず
し
も
十
分
に
明
確
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
法
的
安
定
性
を
も
保
持
し
な
が
ら
柔
軟
性
を
も
顧
慮
し
よ
う
と
す
る
立
場
に
お
い

て
は
、
ま
さ
に
、
柔
軟
な
規
則
の
発
動
基
準
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。
こ
の
小
稿
の
目
的
は
、
内
外
国
の
立
法
及
び

学
説
を
概
観
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
よ
う
な
課
題
へ
の
接
近
を
試
み
る
こ
と
に
あ
る
。
な
お
、
例
外
条
項
と
同
一
の
概
念
及
び
機
能

を
有
す
る
規
定
と
し
て
、
ド
イ
ツ
国
際
私
法
学
に
お
い
て
は
回
避
条
項
（A

usw
eichklausel

）
と
い
う
語
句
が
定
着
し
て
お
り
、
こ
の
小

稿
に
お
い
て
も
そ
れ
に
倣
っ
て
い
る
。

）
九
六
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
一
〇

二
　「
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
」
中
の
例
外
条
項

⑴
　
法
定
債
権
の
原
則
的
準
拠
法

「
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
」（
平
成
一
八
年
法
律
第
七
八
号
。
以
下
、「
法
適
用
通
則
法
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
は
、
国
際
私
法
総
則
と
し

て
の
例
外
条
項
（
一
般
例
外
条
項
）
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
特
定
の
法
律
関
係
に
関
わ
る
例
外
条
項
（
特
別
例
外
条
項
）
と
し
て
、

法
定
債
権
に
関
す
る
抵
触
規
定
中
に
そ
れ
ら
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
務
管
理
及
び
不
当
利
得
の
準
拠
法
に
関
す
る
第
一
五
条
、
及
び
、

不
法
行
為
に
関
す
る
第
二
〇
条
が
そ
れ
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
そ
れ
ら
の
法
律
関
係
の
原
則
的
準
拠
法
と
し
て
、
事
務
管
理
及
び
不
当
利
得
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
生
じ
る
債
権
の

成
立
及
び
効
力
の
原
則
的
準
拠
法
に
つ
い
て
、
第
一
四
条
が
そ
れ
ら
の
原
因
事
実
発
生
地
法
を
規
定
し
て
い
る
。
但
し
、
他
に
明
ら
か
に

よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
が
あ
る
場
合
に
は
、
例
外
的
準
拠
法
と
し
て
、
当
該
他
の
地
の
法
に
よ
る
す
る
第
一
五
条
が
新
設
さ
れ
、
そ

れ
が
例
外
条
項
で
あ
る
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

（
６
）

。
一
方
、
不
法
行
為
に
関
し
て
も
、
不
法
行
為
一
般
に
つ
い
て
は
、
第
一
七
条
が
、
そ
れ

に
よ
っ
て
生
じ
る
債
権
の
成
立
お
よ
び
効
力
の
原
則
的
準
拠
法
に
つ
い
て
、
結
果
発
生
地
法
、
ま
た
は
、
結
果
の
発
生
が
通
常
予
見
で
き

な
い
場
合
に
は
、
加
害
行
為
地
法
の
適
用
を
規
定
し
て
い
る
。
特
別
規
定
の
一
つ
と
し
て
、
生
産
物
責
任
に
よ
る
債
権
の
成
立
お
よ
び
効

力
の
原
則
的
準
拠
法
に
つ
い
て
は
、
第
一
八
条
が
、
被
害
者
が
生
産
物
の
引
渡
し
を
受
け
た
地
の
法
、
ま
た
は
、
そ
の
地
に
お
け
る
生
産

物
の
引
渡
し
が
通
常
予
見
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
生
産
業
者
等
の
主
た
る
事
業
所
の
所
在
地
法
（
生
産
業
者
等
が
事
業
所
を
有
し
な
い

場
合
に
は
、
そ
の
常
居
所
地
法
）
の
適
用
を
規
定
し
て
い
る
。
今
一
つ
の
特
別
規
定
と
し
て
、
名
誉
ま
た
は
信
用
の
毀
損
に
よ
る
債
権
の
成

立
及
び
効
力
の
原
則
的
準
拠
法
に
つ
い
て
は
、
第
一
九
条
が
、
被
害
者
の
常
居
所
地
法
（
被
害
者
が
法
人
そ
の
他
の
社
団
ま
た
は
財
団
の
場
合

）
九
六
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
一
一

に
は
、
そ
の
主
た
る
事
業
所
所
在
地
法
）
の
適
用
を
規
定
し
て
い
る
。

⑵
　
法
定
債
権
の
例
外
的
準
拠
法

例
外
条
項
と
さ
れ
る
の
は
、
次
の
諸
規
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
五
条
は
、「
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
務
管
理
又
は
不

当
利
得
に
よ
っ
て
生
ず
る
債
権
の
成
立
及
び
効
力
は
、
そ
の
原
因
と
な
る
事
実
が
発
生
し
た
当
時
に
お
い
て
当
事
者
が
法
を
同
じ
く
す
る

地
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
当
事
者
間
の
契
約
に
関
連
し
て
事
務
管
理
が
行
わ
れ
又
は
不
当
利
得
が
生
じ
た
こ
と
そ
の
他
の
事
情

に
照
ら
し
て
、
明
ら
か
に
同
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
べ
き
法
の
属
す
る
地
よ
り
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

他
の
地
の
法
に
よ
る
。」
と
規
定
し
、
ま
た
、
第
二
〇
条
も
、「
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
不
法
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
債
権
の
成

立
及
び
効
力
は
、
不
法
行
為
の
当
時
に
お
い
て
当
事
者
が
法
を
同
じ
く
す
る
地
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
当
事
者
間
の
契
約
に
基

づ
く
義
務
に
違
反
し
て
不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
、
明
ら
か
に
前
三
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
べ
き
法
の

属
す
る
地
よ
り
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
他
の
地
の
法
に
よ
る
。」
と
規
定
を
し
て
い
る
。

第
一
五
条
及
び
第
二
〇
条
に
共
通
し
て
、
法
適
用
通
則
法
が
例
外
条
項
の
発
動
基
準
と
し
て
設
定
し
て
い
る
要
件
を
整
理
す
れ
ば
、
次

の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
原
因
事
実
発
生
の
当
時
（
第
一
五
条
）、
な
い
し
、
不
法
行
為
の
当
時
（
第
二
〇
条
）
の
当
事
者
が
同
一

常
居
所
地
を
有
す
る
こ
と
、
②
当
事
者
間
の
契
約
に
関
連
し
て
事
務
管
理
が
行
わ
れ
又
は
不
当
利
得
が
生
じ
た
こ
と
（
第
一
五
条
）、
な
い

し
、
当
事
者
間
の
契
約
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
し
て
不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
（
第
二
〇
条
）、
そ
し
て
、
③
明
ら
か
に
原
則
的
準
拠
法

の
属
す
る
地
よ
り
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る

準
拠
法
、
す
な
わ
ち
、
例
外
的
準
拠
法
は
、
①
の
場
合
に
は
、
当
該
同
一
常
居
所
地
法
で
あ
り
、
②
の
場
合
に
は
、
契
約
準
拠
法
で
あ
り
、

そ
し
て
、
③
の
場
合
に
は
、
原
則
的
準
拠
法
と
比
べ
て
、
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
の
法
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
①
、
②
、
③

）
九
六
九
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
一
一

に
は
、
そ
の
主
た
る
事
業
所
所
在
地
法
）
の
適
用
を
規
定
し
て
い
る
。

⑵
　
法
定
債
権
の
例
外
的
準
拠
法

例
外
条
項
と
さ
れ
る
の
は
、
次
の
諸
規
定
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
五
条
は
、「
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
務
管
理
又
は
不

当
利
得
に
よ
っ
て
生
ず
る
債
権
の
成
立
及
び
効
力
は
、
そ
の
原
因
と
な
る
事
実
が
発
生
し
た
当
時
に
お
い
て
当
事
者
が
法
を
同
じ
く
す
る

地
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
当
事
者
間
の
契
約
に
関
連
し
て
事
務
管
理
が
行
わ
れ
又
は
不
当
利
得
が
生
じ
た
こ
と
そ
の
他
の
事
情

に
照
ら
し
て
、
明
ら
か
に
同
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
べ
き
法
の
属
す
る
地
よ
り
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
が
あ
る
と
き
は
、
当
該

他
の
地
の
法
に
よ
る
。」
と
規
定
し
、
ま
た
、
第
二
〇
条
も
、「
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
不
法
行
為
に
よ
っ
て
生
ず
る
債
権
の
成

立
及
び
効
力
は
、
不
法
行
為
の
当
時
に
お
い
て
当
事
者
が
法
を
同
じ
く
す
る
地
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
、
当
事
者
間
の
契
約
に
基

づ
く
義
務
に
違
反
し
て
不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
、
明
ら
か
に
前
三
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
べ
き
法
の

属
す
る
地
よ
り
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
他
の
地
の
法
に
よ
る
。」
と
規
定
を
し
て
い
る
。

第
一
五
条
及
び
第
二
〇
条
に
共
通
し
て
、
法
適
用
通
則
法
が
例
外
条
項
の
発
動
基
準
と
し
て
設
定
し
て
い
る
要
件
を
整
理
す
れ
ば
、
次

の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
原
因
事
実
発
生
の
当
時
（
第
一
五
条
）、
な
い
し
、
不
法
行
為
の
当
時
（
第
二
〇
条
）
の
当
事
者
が
同
一

常
居
所
地
を
有
す
る
こ
と
、
②
当
事
者
間
の
契
約
に
関
連
し
て
事
務
管
理
が
行
わ
れ
又
は
不
当
利
得
が
生
じ
た
こ
と
（
第
一
五
条
）、
な
い

し
、
当
事
者
間
の
契
約
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
し
て
不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
（
第
二
〇
条
）、
そ
し
て
、
③
明
ら
か
に
原
則
的
準
拠
法

の
属
す
る
地
よ
り
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る

準
拠
法
、
す
な
わ
ち
、
例
外
的
準
拠
法
は
、
①
の
場
合
に
は
、
当
該
同
一
常
居
所
地
法
で
あ
り
、
②
の
場
合
に
は
、
契
約
準
拠
法
で
あ
り
、

そ
し
て
、
③
の
場
合
に
は
、
原
則
的
準
拠
法
と
比
べ
て
、
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
の
法
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
①
、
②
、
③

）
九
六
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
一
二

の
全
体
に
お
け
る
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
①
及
び
②
の
何
れ
か
に
当
た
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
直
ち
に
当
該
法
が
準

拠
法
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
事
情
に
照
ら
し
て
、
そ
の
地
が
第
一
四
条
、
第
一
七
条
な
い
し
第
一
九
条
に
よ
っ
て
指
定

さ
れ
た
地
よ
り
も
明
ら
か
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
７
）

。
ま
た
、
①
及
び
②
と
の
間
の
関

係
に
お
い
て
は
、
一
般
的
な
社
会
関
係
で
あ
る
①
よ
り
も
、
特
別
な
社
会
関
係
で
あ
る
②
の
方
が
当
事
者
の
帰
属
意
識
が
高
く
、
当
事
者

は
後
者
と
よ
り
緊
密
な
帰
属
関
係
に
立
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
８
）

。
ま
た
、
条
文
化
の
過
程
に
お
い
て
、
当
事
者
間
の
「
法
律
関
係
」
が

「
契
約
」
の
範
囲
に
特
定
さ
れ
こ
と
に
つ
い
て
、「
法
律
関
係
」
の
典
型
的
な
場
合
と
し
て
の
契
約
が
例
示
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
可
能
性
も

指
摘
さ
れ
て
い
る

（
９
）

。

⑶
　
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
関
す
る
学
説

法
適
用
通
則
法
に
一
般
例
外
条
項
が
置
か
れ
て
い
な
い
現
行
法
を
反
映
し
て
、
学
説
に
お
け
る
例
外
条
項
に
関
す
る
論
議
も
、
法
適
用

通
則
法
第
一
五
条
及
び
第
二
〇
条
と
の
関
連
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
論
議
は
、
凡
そ
、
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
事
務
管
理
又
は
不
当
利
得
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
の
発
生
当
時
な
い
し
不
法
行
為
の
当
時
、「
当
事
者
が
法
を
同

じ
く
す
る
地
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
こ
と
」、
及
び
、「
当
事
者
間
の
契
約
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
し
て
不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
こ
と
」

が
発
動
事
由
の
要
素
と
し
て
例
示
さ
れ
て
お
り
、「
事
情
に
照
ら
し
て
」、「
明
ら
か
に
」、「
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
が
あ
る
と

き
」、
当
該
他
の
地
の
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
、
ⅰ
二
つ
の
事
由
の
有
る
無
し
に
拘
わ
ら
ず
、
と
も
か
く
も
、「
よ
り
密
接

な
関
係
が
あ
る
他
の
地
」
と
い
う
こ
と
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
立
場
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
二
つ
の
事
由
を
単
な
る
例
示
と
考

え
る
立
場

（
10
）

に
対
し
て
、
ⅱ
そ
れ
ら
二
つ
の
事
由
の
何
れ
か
が
あ
れ
ば
、
特
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
事
由
に
お
け
る
密
接
関
連
性

の
蓋
然
性
を
顧
慮
し
、
原
則
的
準
拠
法
よ
り
も
よ
り
密
接
関
連
性
が
あ
る
と
し
て
、
可
及
的
に
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
例
外
的
準
拠
法
を
適

）
九
六
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
一
三

用
す
べ
き
と
考
え
る
立
場

（
11
）

と
に
学
説
は
分
か
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
二
つ
の
事
由
と
も
存
在
す
る
と
き
は
、
契
約
準
拠
法
へ
の
附

従
的
連
結
の
方
が
優
先
す
る
こ
と
も
大
方
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
12
）

。
ま
た
、
後
者
に
お
け
る
契
約
は
、
そ
れ
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
身
分
関
係
上
の
義
務
な
ど
も
そ
れ
に
相
当
す
る
密
接
な
社
会
的
関
係
で
あ
る
と
し
て
弾
力
的
な
解
釈
の
必
要
性
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
（
13
）

。
し
か
し
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
「
諸
般
の
事
情
」
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
く

（
14
）

、「
よ
り
密
接
な
関
係
」
の
有
無
に
つ
い

て
も
、
明
確
な
判
断
基
準
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
15
）

。

三
　
外
国
国
際
私
法
立
法
中
の
例
外
条
項

⑴
　
総
説

法
例
は
、
平
成
元
年
法
律
第
二
七
号
に
よ
っ
て
大
き
な
改
正
が
加
え
ら
れ
た
。
同
じ
一
九
八
〇
年
代
頃
か
ら
、
西
欧
諸
国
を
中
心
と
す

る
諸
外
国
の
国
内
法
で
あ
る
国
際
私
法
の
改
正
な
い
し
法
典
化
も
活
発
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
新
立
法
に
は
、
法
適
用
通
則
法
と
同

様
の
特
別
例
外
条
項
を
有
す
る
ほ
か
、
一
般
例
外
条
項
を
導
入
し
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
条
項
を
子
細
に
比

較
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
同
一
の
表
現
が
採
用
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
異
な
る
法
文
化
及
び
伝
統
を
背
景
と
す
る
解
釈
問
題
に
直
面
せ
ざ
る

を
え
な
い

（
16
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
法
適
用
通
則
法
第
一
五
条
及
び
第
二
〇
条
に
お
け
る
「
よ
り
密
接
な
関
係
法
」
の
意
義
の
よ
り
的
確
な
理

解
の
た
め
に
有
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
に
お
い
て
、
諸
外
国
の
立
法
例
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
、
理
念
に
お
い
て
、
一
般
例
外
条
項
の
先
駆
け
と
な
っ
た
規
定
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
の
が
前
出
一
九
七
八
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア

「
国
際
私
法
に
関
す
る
連
邦
法
（
国
際
私
法
典
）」
第
一
条
で
あ
る
。
そ
の
第
一
項
は
、「
外
国
と
の
関
連
性
を
有
す
る
事
実
関
係
は
、
私
法

）
九
六
五
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
一
三

用
す
べ
き
と
考
え
る
立
場

（
11
）

と
に
学
説
は
分
か
れ
て
お
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
二
つ
の
事
由
と
も
存
在
す
る
と
き
は
、
契
約
準
拠
法
へ
の
附

従
的
連
結
の
方
が
優
先
す
る
こ
と
も
大
方
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
12
）

。
ま
た
、
後
者
に
お
け
る
契
約
は
、
そ
れ
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な

く
、
身
分
関
係
上
の
義
務
な
ど
も
そ
れ
に
相
当
す
る
密
接
な
社
会
的
関
係
で
あ
る
と
し
て
弾
力
的
な
解
釈
の
必
要
性
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
（
13
）

。
し
か
し
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
「
諸
般
の
事
情
」
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
く

（
14
）

、「
よ
り
密
接
な
関
係
」
の
有
無
に
つ
い

て
も
、
明
確
な
判
断
基
準
は
確
立
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
15
）

。

三
　
外
国
国
際
私
法
立
法
中
の
例
外
条
項

⑴
　
総
説

法
例
は
、
平
成
元
年
法
律
第
二
七
号
に
よ
っ
て
大
き
な
改
正
が
加
え
ら
れ
た
。
同
じ
一
九
八
〇
年
代
頃
か
ら
、
西
欧
諸
国
を
中
心
と
す

る
諸
外
国
の
国
内
法
で
あ
る
国
際
私
法
の
改
正
な
い
し
法
典
化
も
活
発
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
新
立
法
に
は
、
法
適
用
通
則
法
と
同

様
の
特
別
例
外
条
項
を
有
す
る
ほ
か
、
一
般
例
外
条
項
を
導
入
し
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
の
条
項
を
子
細
に
比

較
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
同
一
の
表
現
が
採
用
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
異
な
る
法
文
化
及
び
伝
統
を
背
景
と
す
る
解
釈
問
題
に
直
面
せ
ざ
る

を
え
な
い

（
16
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
法
適
用
通
則
法
第
一
五
条
及
び
第
二
〇
条
に
お
け
る
「
よ
り
密
接
な
関
係
法
」
の
意
義
の
よ
り
的
確
な
理

解
の
た
め
に
有
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
以
下
に
お
い
て
、
諸
外
国
の
立
法
例
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
、
理
念
に
お
い
て
、
一
般
例
外
条
項
の
先
駆
け
と
な
っ
た
規
定
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
の
が
前
出
一
九
七
八
年
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア

「
国
際
私
法
に
関
す
る
連
邦
法
（
国
際
私
法
典
）」
第
一
条
で
あ
る
。
そ
の
第
一
項
は
、「
外
国
と
の
関
連
性
を
有
す
る
事
実
関
係
は
、
私
法

）
九
六
五
（
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四

の
点
に
つ
い
て
、
最
も
強
い
関
係
が
存
在
す
る
法
秩
序
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
。」
と
し
、
そ
の
第
二
項
は
、「
こ
の
連
邦
法
に
含
ま
れ
た

準
拠
法
秩
序
に
つ
い
て
の
個
別
規
則
（
送
致
規
定
）
は
、
こ
の
原
則
の
表
現
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。」
と
規
定
し
て
い
る

（
17
）

。
そ

こ
に
お
い
て
は
、
最
密
接
関
連
法
と
同
義
と
見
ら
れ
る
「
最
も
強
い
関
係
（starkste B

eziehung

）
が
存
在
す
る
法
」
が
一
貫
し
て
適
用

さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
規
定
は
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
典
」
第
二
条
第
一
項
に
も
置
か
れ

る
に
至
っ
て
い
る

（
18
）

。
そ
れ
に
対
し
て
、
一
九
八
七
年
に
成
立
し
た
ス
イ
ス
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
連
邦
法
」
第
一
五
条
第
一
項
は
、

「
本
法
が
送
致
す
る
法
は
、
全
体
の
事
情
に
よ
り
、
事
実
関
係
が
同
法
と
僅
か
の
関
係
の
み
を
有
す
る
が
、
他
の
法
と
は
は
る
か
に
よ
り

密
接
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
例
外
的
に
適
用
さ
れ
な
い
。」
と
し
て
、
端
的
に
、
原
則
的
準
拠
法
の
適
用
が

排
除
さ
れ
、
例
外
準
拠
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
場
合
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る

（
19
）

。
こ
の
例
外
条
項
が
発
動
さ
れ
る
の
は
、
全
体
の
事
情
に

照
ら
し
、
ⅰ
原
則
的
準
拠
法
が
事
実
関
係
と
僅
か
な
関
係
し
か
有
し
な
い
こ
と
、
か
つ
、
ⅱ
他
に
事
実
関
係
と
は
る
か
に
よ
り
密
接
な
関

係
を
有
す
る
法
が
存
在
す
る
こ
と
の
二
つ
で
あ
る
。「
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す
る
こ
と
」
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
同
項
は
何

ら
言
及
し
て
い
な
い
。
な
お
、
同
条
第
二
項
は
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
（
当
事
者
自
治
）
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
前
述
の
要
件
に
該
当

す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
例
外
条
項
の
発
動
の
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
当
事
者
意
思
の
尊
重
が
密
接
関
連
性
に
優
先
す
る

立
場
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
例
外
的
準
拠
法
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
「
事
実
関
係
と
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
」
で
あ
る
こ
と
を
推

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑵
　
近
時
の
立
法
例

近
時
、
一
般
例
外
条
項
を
導
入
し
た
立
法
例
に
は
、
前
記
ス
イ
ス
国
際
私
法
第
一
五
条
第
一
項
の
規
定
に
全
面
的
に
従
っ
て
い
る
も
の

が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
カ
ナ
ダ
・
ケ
ベ
ッ
ク
州
民
法
典
（
一
九
九
一
年
）
第
三
〇
八
二
条

（
20
）

、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
の
「
国
際
私
法
及
び
手
続

）
九
六
六
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
一
五

に
関
す
る
法
律
」（
一
九
九
九
年
）
第
二
条
第
一
項

（
21
）

、
二
〇
〇
一
年
の
大
韓
民
国
国
際
私
法
第
八
条
第
一
項

（
22
）

も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
リ
ト

ア
ニ
ア
民
法
典
（
二
〇
〇
〇
年
）
第
一
条
の
一
一
第
三
項
前
段
も
、「
準
拠
法
が
法
律
問
題
又
は
法
律
問
題
の
一
部
と
の
如
何
な
る
関
連
性

も
呈
示
せ
ず
、
か
つ
、
他
の
何
れ
か
の
国
家
の
法
が
最
も
密
接
な
関
連
性
を
呈
示
す
る
と
き
」
と
し
て
い
る
点
を
除
い
て
、
ス
イ
ス
国
際

私
法
と
同
様
で
あ
り

（
23
）

、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
」（
二
〇
〇
五
年
）
第
四
条
第
三
項

（
24
）

、
マ
ケ
ド
ニ
ア
共
和
国
か
ら
国
名

を
変
更
し
た
北
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
」（
二
〇
〇
七
年
、
二
〇
一
〇
年
改
正
）
第
三
条
第
一
項

（
25
）

、
オ
ラ
ン
ダ
の
民
法
典

第
一
〇
編
（
二
〇
一
一
年
）
第
八
条
第
一
項

（
26
）

、
二
〇
一
四
年
に
公
布
さ
れ
た
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
」
第
八
条

（
27
）

、

二
〇
一
四
年
の
「
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国
民
商
法
典
」
中
の
第
二
五
九
七
条

（
28
）

、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
」（
二
〇
一
七

年
）
第
一
〇
条
第
一
項
も
同
様
で
あ
る

（
29
）

。

ま
た
、
基
本
的
に
ス
イ
ス
国
際
私
法
第
一
五
条
第
一
項
の
立
場
に
従
い
な
が
ら
、
多
少
の
異
な
る
規
定
を
設
け
て
い
る
立
法
例
も
見
ら

れ
る
。
例
え
ば
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
「
国
際
私
法
の
公
布
に
関
す
る
法
律
」（
一
九
九
八
年
）
第
三
八
条
第
二
項
は
、「
抵
触
規
則
に
よ
っ
て

指
定
さ
れ
な
い
法
が
、
当
面
の
法
的
関
係
と
密
接
な
関
連
性
を
有
す
る
こ
と
、
及
び
、
追
及
さ
れ
た
目
的
を
考
慮
し
、
当
該
法
の
適
用
が

不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
と
き
は
、
裁
判
官
は
そ
の
法
の
規
定
に
効
力
を
与
え
る
。」
と
規
定
し
て
い
る

（
30
）

。
ま
た
、
二
〇
〇
四

年
の
ベ
ル
ギ
ー
国
際
私
法
典
第
一
九
条
第
一
項
第
一
文
は
、
ス
イ
ス
法
に
倣
っ
て
い
る
が
、
同
項
第
二
文
は
、
第
一
項
の
適
用
に
お
い
て

考
慮
さ
れ
る
べ
き
点
と
し
て
、「
準
拠
法
の
予
見
可
能
性
の
要
請
」
及
び
「
係
争
関
係
の
形
成
当
時
に
関
係
し
た
国
家
の
国
際
私
法
規
則

に
従
っ
て
合
法
的
に
形
成
さ
れ
た
情
況
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り

（
31
）

、
後
者
は
、
外
国
に
お
い
て
取
得
さ
れ
た
「
既
得
権
」
の
理
論
を
表
現
し

て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る

（
32
）

。
第
一
項
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
と
し
て
、
第
二
項
は
、「
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法
選
択
の
場
合
」
及
び
「
準

拠
法
の
指
定
が
同
法
の
内
容
に
根
拠
を
置
く
と
き
」
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
前
者
は
、
多
く
の
立
法
例
と
同
様
に
、
最
密
接

）
九
六
三
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
一
五

に
関
す
る
法
律
」（
一
九
九
九
年
）
第
二
条
第
一
項

（
21
）

、
二
〇
〇
一
年
の
大
韓
民
国
国
際
私
法
第
八
条
第
一
項

（
22
）

も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
リ
ト

ア
ニ
ア
民
法
典
（
二
〇
〇
〇
年
）
第
一
条
の
一
一
第
三
項
前
段
も
、「
準
拠
法
が
法
律
問
題
又
は
法
律
問
題
の
一
部
と
の
如
何
な
る
関
連
性

も
呈
示
せ
ず
、
か
つ
、
他
の
何
れ
か
の
国
家
の
法
が
最
も
密
接
な
関
連
性
を
呈
示
す
る
と
き
」
と
し
て
い
る
点
を
除
い
て
、
ス
イ
ス
国
際

私
法
と
同
様
で
あ
り

（
23
）

、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
」（
二
〇
〇
五
年
）
第
四
条
第
三
項

（
24
）

、
マ
ケ
ド
ニ
ア
共
和
国
か
ら
国
名

を
変
更
し
た
北
マ
ケ
ド
ニ
ア
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
」（
二
〇
〇
七
年
、
二
〇
一
〇
年
改
正
）
第
三
条
第
一
項

（
25
）

、
オ
ラ
ン
ダ
の
民
法
典

第
一
〇
編
（
二
〇
一
一
年
）
第
八
条
第
一
項

（
26
）

、
二
〇
一
四
年
に
公
布
さ
れ
た
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
」
第
八
条

（
27
）

、

二
〇
一
四
年
の
「
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国
民
商
法
典
」
中
の
第
二
五
九
七
条

（
28
）

、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
」（
二
〇
一
七

年
）
第
一
〇
条
第
一
項
も
同
様
で
あ
る

（
29
）

。

ま
た
、
基
本
的
に
ス
イ
ス
国
際
私
法
第
一
五
条
第
一
項
の
立
場
に
従
い
な
が
ら
、
多
少
の
異
な
る
規
定
を
設
け
て
い
る
立
法
例
も
見
ら

れ
る
。
例
え
ば
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
「
国
際
私
法
の
公
布
に
関
す
る
法
律
」（
一
九
九
八
年
）
第
三
八
条
第
二
項
は
、「
抵
触
規
則
に
よ
っ
て

指
定
さ
れ
な
い
法
が
、
当
面
の
法
的
関
係
と
密
接
な
関
連
性
を
有
す
る
こ
と
、
及
び
、
追
及
さ
れ
た
目
的
を
考
慮
し
、
当
該
法
の
適
用
が

不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
と
き
は
、
裁
判
官
は
そ
の
法
の
規
定
に
効
力
を
与
え
る
。」
と
規
定
し
て
い
る

（
30
）

。
ま
た
、
二
〇
〇
四

年
の
ベ
ル
ギ
ー
国
際
私
法
典
第
一
九
条
第
一
項
第
一
文
は
、
ス
イ
ス
法
に
倣
っ
て
い
る
が
、
同
項
第
二
文
は
、
第
一
項
の
適
用
に
お
い
て

考
慮
さ
れ
る
べ
き
点
と
し
て
、「
準
拠
法
の
予
見
可
能
性
の
要
請
」
及
び
「
係
争
関
係
の
形
成
当
時
に
関
係
し
た
国
家
の
国
際
私
法
規
則

に
従
っ
て
合
法
的
に
形
成
さ
れ
た
情
況
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り

（
31
）

、
後
者
は
、
外
国
に
お
い
て
取
得
さ
れ
た
「
既
得
権
」
の
理
論
を
表
現
し

て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る

（
32
）

。
第
一
項
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
と
し
て
、
第
二
項
は
、「
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法
選
択
の
場
合
」
及
び
「
準

拠
法
の
指
定
が
同
法
の
内
容
に
根
拠
を
置
く
と
き
」
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
、
前
者
は
、
多
く
の
立
法
例
と
同
様
に
、
最
密
接

）
九
六
三
（
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六

関
連
性
の
原
則
に
対
し
て
、
当
事
者
の
意
思
の
尊
重
を
優
先
さ
せ
る
規
定
で
あ
る
が
、
後
者
は
、
当
該
原
則
に
対
し
て
、
実
質
法
上
の
一

定
の
利
益
保
護
の
政
策
を
優
先
さ
せ
る
規
定
で
あ
る

（
33
）

。
さ
ら
に
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
民
法
典
（
二
〇
一
一
年
）
第
二
五
六
五
条
第
一
項
も
ス

イ
ス
法
と
同
様
で
あ
る
。
但
し
、
同
条
第
二
項
は
、「
第
一
項
の
規
定
は
、
人
の
民
事
上
の
身
分
又
は
能
力
に
関
す
る
法
律
の
場
合
、
並

び
に
、
当
事
者
が
準
拠
法
を
選
択
し
た
場
合
に
お
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
。」
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
法
律
関
係
を
第
一
項
の
適
用
の
対
象

か
ら
除
外
し
て
い
る

（
34
）

。
さ
ら
に
、
ま
た
、
モ
ナ
コ
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
規
定
」（
二
〇
一
七
年
）
第
二
六
条
の
規
定
は
、
ス
イ
ス
法
に

ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
が
、
そ
の
第
一
項
が
本
来
の
準
拠
法
と
の
比
較
の
対
象
と
し
て
い
る
の
は
、「
モ
ナ
コ
法
又
は
他
の
法
」
で
あ
り
、

例
外
的
準
拠
法
も
、「
モ
ナ
コ
法
又
は
当
該
他
の
法
」
で
あ
る

（
35
）

。
そ
し
て
、
二
〇
一
七
年
に
成
立
し
た
ク
ロ
ア
チ
ア
の
「
国
際
私
法
に
関

す
る
法
律
」
第
一
一
条
第
一
項
の
内
容
も
、
ス
イ
ス
法
に
お
け
る
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
が
、
そ
の
適
用
の
例
外
事
由
と
し
て
、
当
事
者
に

よ
る
法
選
択
の
ほ
か
、「
一
定
の
法
へ
の
送
致
に
よ
り
、
一
定
の
実
質
法
上
の
効
果
を
達
成
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
る
と
き
」
が
規
定

さ
れ
て
い
る

（
36
）

。
こ
れ
は
、
有
利
性
の
原
則
が
働
く
場
合
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
原
則
の
趣
旨
の
実
現
が
優
先
さ
れ
て
い
る

（
37
）

。

さ
ら
に
、
ス
イ
ス
法
と
異
な
る
発
動
基
準
を
定
め
て
い
る
立
法
例
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
・
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
民
法
典

（
一
九
九
一
年
）
第
三
五
一
五
条
第
一
項
は
、「
本
編
に
お
い
て
別
段
に
定
め
ら
れ
た
場
合
を
除
き
、
他
の
州
（
国
家
）
と
の
関
連
性
を
有
す

る
事
件
に
お
け
る
問
題
は
、
そ
の
法
律
が
そ
の
問
題
に
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
政
策
が
最
も
深
刻
に
侵
害
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
州

（
国
家
）
の
法
律
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
。」
と
規
定
し
て
お
り
、
例
外
条
項
の
発
動
基
準
と
な
る
当
該
他
州
（
国
家
）
の
関
連
政
策
の
強

度
及
び
適
正
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
及
び
争
点
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
州
（
国
家
）
の
関
連
性
（
同
条
第
二
項
第
一
号
）
と
当
事
者
の
正
当

な
期
待
を
支
え
る
政
策
、
及
び
、
当
事
者
が
当
該
州
（
国
家
）
の
法
律
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
当
該
正
当
な
期
待
を
侵
害

し
な
い
政
策
な
い
し
要
求
（
同
項
第
二
号
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

（
38
）

。
ま
た
、
チ
ェ
コ
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
」（
二
〇
一
二
年
）
第

）
九
六
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
一
七

二
四
条
第
一
項
は
、
枠
組
み
の
点
に
お
い
て
、
ス
イ
ス
法
を
模
範
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
定
め
る
例
外
規
定
の
発
動
基
準
は
異
な
っ
て

お
り
、「
本
法
の
規
定
に
従
っ
て
適
用
さ
れ
る
法
秩
序
は
、
事
件
の
全
て
の
状
況
が
考
慮
さ
れ
、
か
つ
、
特
に
、
関
与
者
の
根
拠
の
あ
る

期
待
に
従
え
ば
、
指
定
さ
れ
た
法
秩
序
そ
れ
自
体
の
適
用
が
不
適
当
に
見
え
、
又
、
存
在
す
る
法
律
関
係
の
合
理
的
で
公
正
な
規
則
に
反

す
る
と
き
、
例
外
と
し
て
、
援
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
条
件
の
下
に
、
か
つ
、
第
三
者
の
権
利
が
関
係
し
な
い
と
き

は
、
適
用
が
当
該
規
則
に
適
う
法
秩
序
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る

（
39
）

。
例
外
条
項
の
発
動
の
基
礎
と
な
る
の
は
、

事
件
の
全
体
的
状
況
に
加
え
て
、
関
係
者
の
根
拠
の
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
正
当
な
期
待
で
あ
り
、
発
動
の
基
準
と
な
る
の
は
、
原
則
的

準
拠
法
の
適
用
が
不
適
当
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
は
、
当
面
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
の
合
理
的
か
つ
公
正
な
規
則
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
に
お
い
て
は
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
を
援
用
し
た
表
現
は
見
ら
れ
な
い

（
40
）

。
そ
し
て
、
例
外
的
準
拠
法
は
、
第
三
者
の
権
利
を
侵
害

す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
適
用
す
る
こ
と
が
「
合
理
的
か
つ
公
正
な
規
則
」
に
適
う
法
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
は
、
抵
触
規
則
が
欠
缺
す
る
場
合
に
は
、
補
充
的
に
、
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
国
家
の
法
の
適
用
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
優
先
す
る
の
は
、
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法
の
選
択
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
九
年
の
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
オ
レ
ゴ
ン
州
の
「
不
法
行
為
抵
触
法
」
に
お
い
て
は
、
一
般
原
則
と
し
て
、
被
害
者
と
加
害
者
と
が
同
一
の
州
に
住
所
を
有

し
て
い
た
か
否
か
を
基
準
と
し
て
場
合
分
け
を
し
て
、
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
が
決
定
さ
れ
る
（
第
八
七
五
条
第
二
項
）。
し
か
し
、
原
則
的

準
拠
法
の
適
用
が
、「
法
の
目
的
を
提
供
し
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
場
合
」（
同
条
第
三
項
ａ
号
）、
及
び
、
そ
れ
以
外
の
州
の
法
が
、「
よ

り
適
切
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
場
合
」（
同
条
第
四
項
）
に
は
、
当
該
他
の
州
の
法
が
適
用
さ
れ
る

（
41
）

。
こ
れ
ら
を
例
外
条
項
で
あ
る
と
理

解
す
る
と
、「
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
」
を
例
外
条
項
と
す
る
諸
国
立
法
例
と
は
大
き
く
そ
の
発
動
基
準
を
異
に
し
て
い
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。

）
九
六
三
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
一
七

二
四
条
第
一
項
は
、
枠
組
み
の
点
に
お
い
て
、
ス
イ
ス
法
を
模
範
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
定
め
る
例
外
規
定
の
発
動
基
準
は
異
な
っ
て

お
り
、「
本
法
の
規
定
に
従
っ
て
適
用
さ
れ
る
法
秩
序
は
、
事
件
の
全
て
の
状
況
が
考
慮
さ
れ
、
か
つ
、
特
に
、
関
与
者
の
根
拠
の
あ
る

期
待
に
従
え
ば
、
指
定
さ
れ
た
法
秩
序
そ
れ
自
体
の
適
用
が
不
適
当
に
見
え
、
又
、
存
在
す
る
法
律
関
係
の
合
理
的
で
公
正
な
規
則
に
反

す
る
と
き
、
例
外
と
し
て
、
援
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
条
件
の
下
に
、
か
つ
、
第
三
者
の
権
利
が
関
係
し
な
い
と
き

は
、
適
用
が
当
該
規
則
に
適
う
法
秩
序
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る

（
39
）

。
例
外
条
項
の
発
動
の
基
礎
と
な
る
の
は
、

事
件
の
全
体
的
状
況
に
加
え
て
、
関
係
者
の
根
拠
の
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
正
当
な
期
待
で
あ
り
、
発
動
の
基
準
と
な
る
の
は
、
原
則
的

準
拠
法
の
適
用
が
不
適
当
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
は
、
当
面
の
法
律
関
係
に
つ
い
て
の
合
理
的
か
つ
公
正
な
規
則
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
に
お
い
て
は
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
を
援
用
し
た
表
現
は
見
ら
れ
な
い

（
40
）

。
そ
し
て
、
例
外
的
準
拠
法
は
、
第
三
者
の
権
利
を
侵
害

す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
適
用
す
る
こ
と
が
「
合
理
的
か
つ
公
正
な
規
則
」
に
適
う
法
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
は
、
抵
触
規
則
が
欠
缺
す
る
場
合
に
は
、
補
充
的
に
、
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
国
家
の
法
の
適
用
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
優
先
す
る
の
は
、
当
事
者
に
よ
る
準
拠
法
の
選
択
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
九
年
の
ア
メ

リ
カ
合
衆
国
オ
レ
ゴ
ン
州
の
「
不
法
行
為
抵
触
法
」
に
お
い
て
は
、
一
般
原
則
と
し
て
、
被
害
者
と
加
害
者
と
が
同
一
の
州
に
住
所
を
有

し
て
い
た
か
否
か
を
基
準
と
し
て
場
合
分
け
を
し
て
、
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
が
決
定
さ
れ
る
（
第
八
七
五
条
第
二
項
）。
し
か
し
、
原
則
的

準
拠
法
の
適
用
が
、「
法
の
目
的
を
提
供
し
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
場
合
」（
同
条
第
三
項
ａ
号
）、
及
び
、
そ
れ
以
外
の
州
の
法
が
、「
よ

り
適
切
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
場
合
」（
同
条
第
四
項
）
に
は
、
当
該
他
の
州
の
法
が
適
用
さ
れ
る

（
41
）

。
こ
れ
ら
を
例
外
条
項
で
あ
る
と
理

解
す
る
と
、「
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
」
を
例
外
条
項
と
す
る
諸
国
立
法
例
と
は
大
き
く
そ
の
発
動
基
準
を
異
に
し
て
い
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。

）
九
六
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
一
八

そ
の
他
、
一
九
九
八
年
の
「
ジ
ョ
ー
ジ
ア
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
」
は
、
一
般
例
外
条
項
を
有
し
な
い
が
、
そ
の
第
四
二
条
は
、
不

法
行
為
に
つ
い
て
、
第
一
項
に
お
い
て
、「
被
害
を
受
け
た
者
に
と
っ
て
よ
り
有
利
で
あ
る
国
の
法
律
」
を
原
則
的
準
拠
法
の
一
つ
と
し

な
が
ら
、
第
二
項
に
お
い
て
、
加
害
者
と
被
害
者
と
が
損
害
発
生
の
当
時
常
居
所
を
有
し
た
国
の
法
律
を
優
先
適
用
す
る
こ
と
を
規
定
し

て
い
る

（
42
）

。
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
に
お
い
て
は
、「
契
約
外
債
務
関
係
及
び
物
に
つ
い
て
の
国
際
私
法
の
た
め
の
法
律
」（
一
九
九
九
年
）
第

四
一
条
第
一
項
が
、「
第
三
八
条
な
い
し
第
四
〇
条
第
二
項
に
従
っ
て
基
準
と
な
る
法
よ
り
も
、
何
れ
か
の
国
家
の
法
と
本
質
的
に
よ
り

密
接
な
関
連
性
が
存
在
す
る
と
き
は
、
そ
の
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
。」
と
規
定
し
て
お
り
、
同
条
第
二
項
が
「
本
質
的
に

よ
り
密
接
な
関
連
性
」
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、「
債
務
関
係
と
関
連
す
る
当
事
者
間
の
個
々
の
法
的
関
係
又
は
事
実
関
係
」、
ま
た
は
、

「
法
的
に
重
要
な
出
来
事
の
当
時
の
同
一
国
に
お
け
る
両
当
事
者
の
常
居
所
」
で
あ
る

（
43
）

。
物
権
に
つ
い
て
も
、
第
四
三
条
（
物
に
対
す
る
権

利
）、
第
四
四
条
（
不
動
産
侵
害
）、
第
四
五
条
（
輸
送
手
段
に
対
す
る
物
権
）
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
第
四
六
条
が
、「
何
れ
か
の
国
家
の

法
と
本
質
的
に
よ
り
密
接
な
関
連
性
が
存
在
す
る
と
き
」
を
例
外
と
し
て
規
定
し
て
い
る

（
44
）

。
ま
た
、
エ
ス
ト
ニ
ア
の
「
国
際
私
法
に
関
す

る
法
令
」（
二
〇
〇
二
年
）
第
五
三
条
第
一
項
は
、
契
約
外
債
務
に
つ
い
て
、
例
外
的
連
結
事
由
と
さ
れ
る
「
密
接
な
関
連
性
を
有
す
る
法
」

を
規
定
し
、
第
二
項
が
、
具
体
的
に
、
①
当
事
者
間
の
法
律
関
係
又
は
事
実
上
の
関
係
、
及
び
、
②
当
事
者
の
居
所
が
同
一
国
家
に
あ
る

と
い
う
事
実
を
例
示
し
て
い
る

（
45
）

。
さ
ら
に
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
典
」（
二
〇
〇
五
年
）
第
一
〇
五
条
が
、
不
法
行
為

に
つ
い
て
、
同
一
常
居
所
地
法
の
優
先
を
規
定
し
た
う
え
で
（
第
二
項
）、「
よ
り
密
接
な
関
係
」
は
、
例
え
ば
、「
契
約
の
よ
う
に
、
当
事

者
間
の
先
行
す
る
関
係
」
と
規
定
し
て
い
る
（
第
三
項

（
46
））。

さ
ら
に
、
ま
た
、
二
〇
〇
七
年
に
改
正
さ
れ
た
ト
ル
コ
の
「
国
際
私
法
及
び
国

際
民
事
訴
訟
法
に
関
す
る
法
律
」
も
、
一
般
例
外
条
項
を
置
い
て
い
な
い
が
、
不
法
行
為
に
つ
い
て
、
他
の
地
と
よ
り
密
接
な
関
連
性
を

有
す
る
と
き
、
当
該
他
の
地
の
法
の
適
用
を
規
定
し
て
い
る
（
第
三
四
条

（
47
））。

二
〇
一
一
年
に
改
正
さ
れ
た
中
華
民
国
の
「
渉
外
民
事
法
律

）
九
三
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
一
九

適
用
法
」
第
二
五
条
も
同
様
で
あ
る

（
48
）

。
そ
れ
に
対
し
て
、
同
年
に
可
決
さ
れ
た
中
華
人
民
共
和
国
「
渉
外
民
事
関
係
法
律
適
用
法
」
第

四
四
条
は
、
例
外
的
準
拠
法
に
つ
い
て
、
端
的
に
、
共
通
常
居
所
地
法
を
規
定
し
て
い
る

（
49
）

。
同
年
の
東
テ
ィ
モ
ー
ル
民
法
第
四
四
条
は
、

加
害
者
及
び
被
害
者
の
同
一
国
籍
法
、
同
一
常
居
所
地
法
の
段
階
的
連
結
を
例
外
的
連
結
と
し
て
規
定
し
て
い
る

（
50
）

。
ア
ル
バ
ニ
ア
の

「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
」（
二
〇
一
一
年
）
第
五
六
条
は
、
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
国
家
法
（
第
三
項
）
と
の
「
明
ら
か
に
よ
り
密
接

な
関
係
」
に
つ
い
て
は
、「
当
事
者
間
に
お
け
る
契
約
の
よ
う
な
、
問
題
と
な
る
不
法
行
為
と
よ
り
密
接
な
関
係
に
あ
る
既
存
の
法
律
関

係
」
を
判
断
の
指
標
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（
第
四
項

（
51
））。

二
〇
一
三
年
に
改
正
さ
れ
た
「
ロ
シ
ア
連
邦
民
法
典
第
三
部
第
六
章
国
際
私
法
」

第
一
二
一
九
条
第
二
項
は
、
同
一
住
所
地
法
、
同
一
本
国
法
へ
の
特
別
連
結
を
規
定
し
て
い
る

（
52
）

。
二
〇
一
五
年
の
「
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義

共
和
国
民
法
典
」
第
六
八
七
条
は
の
同
一
居
所
地
法
の
優
先
的
適
用
を
規
定
し
、
二
〇
一
六
年
に
可
決
さ
れ
た
ウ
ル
グ
ア
イ
の
「
国
際
私

法
に
関
す
る
一
般
法
」
第
五
二
条
第
二
項
は
、
同
一
住
所
地
法
を
優
先
す
る
特
別
例
外
条
項
を
置
い
て
い
る

（
53
）

。

四
　
欧
州
連
合
国
際
私
法
中
の
例
外
条
項

⑴
　
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
中
の
例
外
条
項

二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
の
契
約
に
関
す
る
欧
州
連
合
の
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
（N

o 593/2008

）
第
四
条
第
三
項
は
、
例
外
条
項
と
さ
れ
て

い
る
。
同
条
第
一
項
は
、「
当
事
者
が
第
三
項
に
規
定
さ
れ
た
準
拠
法
選
択
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
と
き
、
第
五
条
か
ら
第
八
条
に
規
定

さ
れ
た
内
容
の
他
は
、
契
約
準
拠
法
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
る
。」
と
し
て
、
契
約
類
型
に
従
い
、
ａ
号
か
ら
ｈ
号
ま
で
の
法
を
契
約
準

拠
法
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
同
条
第
二
項
は
、
契
約
が
上
記
第
一
項
各
号
以
外
の
契
約
の
場
合
に
、
一
定
の
要
件
の
下
に
、「
特
徴
的

）
九
三
三
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
一
九

適
用
法
」
第
二
五
条
も
同
様
で
あ
る

（
48
）

。
そ
れ
に
対
し
て
、
同
年
に
可
決
さ
れ
た
中
華
人
民
共
和
国
「
渉
外
民
事
関
係
法
律
適
用
法
」
第

四
四
条
は
、
例
外
的
準
拠
法
に
つ
い
て
、
端
的
に
、
共
通
常
居
所
地
法
を
規
定
し
て
い
る

（
49
）

。
同
年
の
東
テ
ィ
モ
ー
ル
民
法
第
四
四
条
は
、

加
害
者
及
び
被
害
者
の
同
一
国
籍
法
、
同
一
常
居
所
地
法
の
段
階
的
連
結
を
例
外
的
連
結
と
し
て
規
定
し
て
い
る

（
50
）

。
ア
ル
バ
ニ
ア
の

「
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
」（
二
〇
一
一
年
）
第
五
六
条
は
、
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
国
家
法
（
第
三
項
）
と
の
「
明
ら
か
に
よ
り
密
接

な
関
係
」
に
つ
い
て
は
、「
当
事
者
間
に
お
け
る
契
約
の
よ
う
な
、
問
題
と
な
る
不
法
行
為
と
よ
り
密
接
な
関
係
に
あ
る
既
存
の
法
律
関

係
」
を
判
断
の
指
標
と
し
て
挙
げ
て
い
る
（
第
四
項

（
51
））。

二
〇
一
三
年
に
改
正
さ
れ
た
「
ロ
シ
ア
連
邦
民
法
典
第
三
部
第
六
章
国
際
私
法
」

第
一
二
一
九
条
第
二
項
は
、
同
一
住
所
地
法
、
同
一
本
国
法
へ
の
特
別
連
結
を
規
定
し
て
い
る

（
52
）

。
二
〇
一
五
年
の
「
ベ
ト
ナ
ム
社
会
主
義

共
和
国
民
法
典
」
第
六
八
七
条
は
の
同
一
居
所
地
法
の
優
先
的
適
用
を
規
定
し
、
二
〇
一
六
年
に
可
決
さ
れ
た
ウ
ル
グ
ア
イ
の
「
国
際
私

法
に
関
す
る
一
般
法
」
第
五
二
条
第
二
項
は
、
同
一
住
所
地
法
を
優
先
す
る
特
別
例
外
条
項
を
置
い
て
い
る

（
53
）

。

四
　
欧
州
連
合
国
際
私
法
中
の
例
外
条
項

⑴
　
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
中
の
例
外
条
項

二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
の
契
約
に
関
す
る
欧
州
連
合
の
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
（N

o 593/2008

）
第
四
条
第
三
項
は
、
例
外
条
項
と
さ
れ
て

い
る
。
同
条
第
一
項
は
、「
当
事
者
が
第
三
項
に
規
定
さ
れ
た
準
拠
法
選
択
を
お
こ
な
っ
て
い
な
い
と
き
、
第
五
条
か
ら
第
八
条
に
規
定

さ
れ
た
内
容
の
他
は
、
契
約
準
拠
法
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
る
。」
と
し
て
、
契
約
類
型
に
従
い
、
ａ
号
か
ら
ｈ
号
ま
で
の
法
を
契
約
準

拠
法
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
同
条
第
二
項
は
、
契
約
が
上
記
第
一
項
各
号
以
外
の
契
約
の
場
合
に
、
一
定
の
要
件
の
下
に
、「
特
徴
的

）
九
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
二
〇

給
付
を
履
行
す
べ
き
当
事
者
の
常
居
所
地
法
に
よ
る
。」
と
す
る
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
三
項
は
、「
全
事
情
か
ら
判
断
し
て
、

契
約
が
第
一
項
ま
た
は
前
項
に
規
定
さ
れ
る
国
よ
り
も
そ
の
他
の
国
と
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
を
示
す
と
き
、
そ
の
他
の
国
の
法
に

よ
る
。」
と
し
て
、
原
則
的
準
拠
法
に
対
す
る
例
外
的
準
拠
法
を
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
四
項
は
、「
第
一
項
ま
た
は
第
二
項
に

よ
っ
て
契
約
準
拠
法
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
契
約
が
最
も
密
接
な
関
係
を
示
す
国
の
法
に
よ
る
。」
と
規
定
し
て
い
る

（
54
）

。

こ
れ
ら
の
諸
規
定
の
相
互
関
係
を
整
理
す
れ
ば
、
ま
ず
、
第
一
項
及
び
第
二
項
は
、
前
者
が
、
契
約
類
型
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
的

給
付
に
着
目
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
相
応
し
い
と
考
え
ら
れ
る
準
拠
法
を
規
定
し
て
お
り
、
後
者
が
、
前
者
に
列
挙
さ
れ
た
契
約
類
型
以
外

の
契
約
に
つ
い
て
、
補
充
的
に
、
や
は
り
、
そ
の
特
徴
的
給
付
に
着
目
す
る
こ
と
を
明
言
し
て
、
そ
れ
に
相
応
し
い
準
拠
法
を
規
定
し
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
三
項
は
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
の
立
場
か
ら
、「
よ
り
密
接
な
関
連
性
」
を
有
す
る
国
の
法
の
適
用
を
優

先
し
て
お
り
、
こ
れ
が
例
外
条
項
と
し
て
の
役
目
を
担
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
四
項
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
準
拠

法
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
の
補
充
的
抵
触
規
定
で
あ
る
。
そ
の
基
準
と
な
る
の
は
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
に
則
っ
た
「
最

も
密
接
な
関
連
性
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
四
項
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
を
補
充
す
る
規
定
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
に
対
し

て
、
第
三
項
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
に
対
抗
し
て
、
そ
れ
ら
の
適
用
を
排
除
す
る
こ
と
を
役
目
と
す
る
規
定
、
す
な
わ
ち
、
例
外
条
項

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

（
55
）

。

ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
と
関
連
し
て
言
え
ば
、
法
適
用
通
則
法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
も
、
特
徴
的
給
付
の
理
論
を
採
用
し
た
規
定
が
あ
り
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る
準
拠
法
を
法
律
行
為
（
契
約
）
に
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
の
法
と
推
定
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
こ

に
お
け
る
推
定
が
覆
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
も
と
よ
り
、
最
密
接
関
連
法
を
選
定
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
お
り
、
名
実
と
も
に
、

最
密
接
関
連
法
の
決
定
の
範
疇
に
属
す
る
問
題
で
あ
り
、
最
密
接
関
連
性
を
提
供
す
る
要
素
の
探
求
に
関
す
る
判
断
で
あ
る
か
ら
、
特
徴

）
九
三
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
二
一

的
給
付
を
行
う
と
さ
れ
た
者
の
常
居
所
地
法
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
、
例
外
条
項
の
発
動
に
よ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う

（
56
）

。
同

項
に
お
い
て
は
、
特
徴
的
給
付
を
行
う
者
の
常
居
所
法
が
必
ず
し
も
最
密
接
関
連
法
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
認
識
が
前
提
に
存
在

し
て
い
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
当
面
の
契
約
関
係
に
お
い
て
、
何
が
最
密
接
関
連
法
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
最
密
接
関
連
性

の
原
則
に
基
づ
く
原
則
的
準
拠
法
の
排
除
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
法
適
用
通
則
法
中
の
例
外
条
項
は
、
や
は
り
、
法
定
債
権
に
関
す
る
第

一
五
条
及
び
第
二
〇
条
の
他
に
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

⑵
　
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
中
の
例
外
条
項

二
〇
〇
七
年
七
月
一
一
日
の
不
法
行
為
に
関
す
る
欧
州
連
合
の
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
（N

o 864/2007

）
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
は
、
例

外
条
項
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
第
一
項
は
、「
本
規
則
に
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
不
法
行
為
か
ら
生
じ

る
契
約
外
債
務
の
準
拠
法
は
、
損
害
原
因
事
実
が
発
生
し
た
国
に
か
か
わ
り
な
く
、
か
つ
そ
の
事
実
の
間
接
的
な
結
果
が
生
じ
た
国
と
も

か
か
わ
り
な
く
、
損
害
が
発
生
し
た
国
の
法
で
あ
る
。」
と
し
て
、
原
則
的
準
拠
法
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
第
二
項
は
、

「
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
責
任
を
問
わ
れ
て
い
る
者
と
被
害
者
の
両
者
が
、
損
害
が
発
生
し
た
時
に
、
同
じ
国
に
常
居
所
を
有
し

た
場
合
に
は
、
そ
の
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。」
と
し
て
例
外
条
項
を
規
定
し
、
ま
た
、
第
三
項
は
、「
事
件
の
す
べ
て
の
事
情
か
ら
、
不

法
行
為
が
第
一
項
又
は
第
二
項
に
定
め
ら
れ
た
国
と
は
別
の
国
と
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
は
、
そ
の

別
の
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。
別
の
国
と
の
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
は
、
と
く
に
、
契
約
の
よ
う
に
、
当
該
不
法
行
為
に
密
接
に
関

連
し
た
、
当
事
者
間
に
す
で
に
存
在
す
る
関
係
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
。」
と
し
て
、
更
な
る
例
外
条
項
を
規
定
し
て
い
る

（
57
）

。
す
な
わ

ち
、
損
害
発
生
地
法
に
対
す
る
同
一
常
居
所
地
法
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
よ
り
密
接
な
関
係
地
の
法
の
優
先
と
い
う
構
成
が
採
用

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
よ
り
密
接
な
関
係
の
判
断
基
準
の
指
標
は
当
事
者
間
の
既
存
の
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
当
該
関
係
に

）
九
三
九
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
二
一

的
給
付
を
行
う
と
さ
れ
た
者
の
常
居
所
地
法
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
、
例
外
条
項
の
発
動
に
よ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う

（
56
）

。
同

項
に
お
い
て
は
、
特
徴
的
給
付
を
行
う
者
の
常
居
所
法
が
必
ず
し
も
最
密
接
関
連
法
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
認
識
が
前
提
に
存
在

し
て
い
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、
当
面
の
契
約
関
係
に
お
い
て
、
何
が
最
密
接
関
連
法
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
最
密
接
関
連
性

の
原
則
に
基
づ
く
原
則
的
準
拠
法
の
排
除
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
法
適
用
通
則
法
中
の
例
外
条
項
は
、
や
は
り
、
法
定
債
権
に
関
す
る
第

一
五
条
及
び
第
二
〇
条
の
他
に
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

⑵
　
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
中
の
例
外
条
項

二
〇
〇
七
年
七
月
一
一
日
の
不
法
行
為
に
関
す
る
欧
州
連
合
の
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
（N

o 864/2007

）
第
四
条
第
二
項
及
び
第
三
項
は
、
例

外
条
項
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
第
一
項
は
、「
本
規
則
に
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
不
法
行
為
か
ら
生
じ

る
契
約
外
債
務
の
準
拠
法
は
、
損
害
原
因
事
実
が
発
生
し
た
国
に
か
か
わ
り
な
く
、
か
つ
そ
の
事
実
の
間
接
的
な
結
果
が
生
じ
た
国
と
も

か
か
わ
り
な
く
、
損
害
が
発
生
し
た
国
の
法
で
あ
る
。」
と
し
て
、
原
則
的
準
拠
法
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
第
二
項
は
、

「
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
責
任
を
問
わ
れ
て
い
る
者
と
被
害
者
の
両
者
が
、
損
害
が
発
生
し
た
時
に
、
同
じ
国
に
常
居
所
を
有
し

た
場
合
に
は
、
そ
の
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。」
と
し
て
例
外
条
項
を
規
定
し
、
ま
た
、
第
三
項
は
、「
事
件
の
す
べ
て
の
事
情
か
ら
、
不

法
行
為
が
第
一
項
又
は
第
二
項
に
定
め
ら
れ
た
国
と
は
別
の
国
と
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
は
、
そ
の

別
の
国
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。
別
の
国
と
の
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
は
、
と
く
に
、
契
約
の
よ
う
に
、
当
該
不
法
行
為
に
密
接
に
関

連
し
た
、
当
事
者
間
に
す
で
に
存
在
す
る
関
係
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
。」
と
し
て
、
更
な
る
例
外
条
項
を
規
定
し
て
い
る

（
57
）

。
す
な
わ

ち
、
損
害
発
生
地
法
に
対
す
る
同
一
常
居
所
地
法
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
よ
り
密
接
な
関
係
地
の
法
の
優
先
と
い
う
構
成
が
採
用

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
よ
り
密
接
な
関
係
の
判
断
基
準
の
指
標
は
当
事
者
間
の
既
存
の
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
当
該
関
係
に

）
九
三
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
二
二

該
当
す
る
具
体
的
な
例
と
し
て
、
先
行
す
る
契
約
が
あ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
、
ロ
ー
マ
Ⅱ

規
則
第
四
条
第
一
項
な
い
し
第
三
項
の
適
用
関
係
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
規
則
の
解
釈
に
関
し
て
、
法
的
安
定
性
な
い
し
予
測
可
能
性
と
具
体
的
妥
当
性
と
の
何
れ
を
よ
り
重
視
す
べ
き
か
の
点
に
つ
い
て
、

ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
は
全
体
と
し
て
前
者
を
重
視
し
て
い
る
と
の
認
識
が
凌
駕
し
て
い
る
こ
と
を
否
め
な
い
と
す
る
立
場
か
ら
言
え
ば
、
第
四

条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
ル
ー
ル
が
安
易
に
覆
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
第
三
項
の
具
体
的
な
発
動
条
件
に
関
し
て
も
、「
別
の
国
と
明
ら
か

に
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
」
に
加
え
、
不
法
行
為
が
第
一
項
又
は
第
二
項
に
定
め
ら
れ
た
国
と
重
要
な
関
連
が
な
い
場
合
に
し
か

発
動
を
認
め
な
い
と
い
う
解
釈
が
導
か
れ
る
こ
と
と
な
る

（
58
）

。

⑶
　
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
中
の
例
外
条
項

二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
〇
日
の
離
婚
及
び
別
居
に
関
す
る
欧
州
連
合
の
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
（N

o 1259/2010

）
第
一
〇
条
（
法
廷
地
法
の
適

用
）
も
、
例
外
条
項
と
し
て
機
能
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
は
、「
第
五
条
も
し
く
は
第
八
条
に
従
っ
た
準
拠
法
が
、

離
婚
に
つ
い
て
規
定
を
置
い
て
い
な
い
か
、
ま
た
は
、
夫
婦
の
一
方
が
、
そ
の
性
別
を
理
由
に
、
離
婚
若
し
く
は
法
律
上
の
別
居
の
平
等

の
機
会
を
認
め
な
い
場
合
に
は
、
法
廷
地
法
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る

（
59
）

。
一
般
に
、
例
外
条
項
は
、
場
所
的
観

点
か
ら
、
当
面
の
法
律
関
係
が
原
則
的
準
拠
法
と
の
密
接
な
関
連
性
が
乏
し
く
、
そ
れ
以
外
の
法
と
よ
り
密
接
な
関
連
性
を
有
す
る
場
合

に
発
動
さ
れ
、
そ
の
場
合
に
お
け
る
密
接
関
連
性
の
顧
慮
に
つ
い
て
は
、
国
際
私
法
上
の
利
益
な
い
し
抵
触
法
上
の
正
義
が
顧
慮
さ
れ
た

も
の
と
理
解
さ
れ
、
そ
れ
は
、
実
質
法
上
の
利
益
な
い
し
正
義
と
は
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則

第
一
〇
条
は
、
後
者
の
観
点
か
ら
、
原
則
的
準
拠
法
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
。
弱
者
利
益
の
保
護
や
子
の
最
善
の
利
益
の
顧
慮
が
必
要

な
場
合
等
、
い
わ
ゆ
る
過
酷
条
項
（hardship clause

）
の
発
動
事
由
と
も
重
複
す
る
利
益
考
慮
が
、
原
則
的
準
拠
法
の
適
用
の
放
棄
を
基

）
九
三
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
二
三

礎
づ
け
て
い
る

（
60
）

。
こ
の
よ
う
な
例
外
規
定
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
ヤ
イ
メ
（E

. Jaym
e

）
教
授
に
よ
っ
て
異
論
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る

（
61
）

。

⑷
　
欧
州
連
合
相
続
規
則
中
の
例
外
条
項

二
〇
一
二
年
七
月
四
日
の
「
相
続
事
件
に
お
け
る
管
轄
、
準
拠
法
、
裁
判
の
承
認
及
び
執
行
、
公
文
書
の
受
領
及
び
執
行
、
並
び
に
、

欧
州
相
続
証
明
書
の
導
入
に
関
す
る
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
規
則
」、
い
わ
ゆ
る
相
続
規
則
（N

o 650/2012

）
第
二
一
条
第
一
項
は
、「
こ

の
規
則
に
お
い
て
異
な
る
定
め
が
な
さ
れ
て
い
な
い
限
り
に
お
い
て
、
全
体
と
し
て
の
死
亡
に
よ
る
権
利
の
承
継
は
、
被
相
続
人
が
そ
の

死
亡
時
に
そ
の
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
の
法
に
服
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
同
条
第
二
項
は
、「
例
外
的
に
、
そ

の
状
況
全
体
か
ら
、
被
相
続
人
が
、
そ
の
死
亡
時
に
、
第
一
項
に
よ
れ
ば
そ
の
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
国
と
は
異
な
る
国
と
、
明

ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
場
合
に
は
、
死
亡
に
よ
る
権
利
の
承
継
に
は
こ
の
異
な
る
国
の
法
が
適

用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
し
て
お
り
、
同
項
は
、
相
続
関
係
に
つ
い
て
の
特
別
例
外
条
項
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
、

第
二
二
条
第
一
項
は
、「
人
は
、
そ
の
死
亡
に
よ
る
権
利
の
承
継
に
つ
い
て
、
そ
の
者
が
そ
の
法
選
択
時
又
は
そ
の
死
亡
時
に
属
し
て
い

る
国
の
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
し
、
同
条
第
二
項
は
、「
複
数
の
国
籍
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
者
が
、
そ
の
法
選
択
時
又
は

そ
の
死
亡
時
に
属
し
て
い
る
国
の
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
し
て
い
る

（
62
）

。
従
っ
て
、
被
相
続
人
に
よ
る
法
選
択
が
な
い

限
り
、
例
外
条
項
が
発
動
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
。
そ
の
場
合
の
判
断
基
準
は
、
や
は
り
、「
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
」

で
あ
る
。
原
則
的
準
拠
法
の
連
結
点
と
な
る
常
居
所
は
、
欧
州
諸
国
の
国
際
私
法
典
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
数
々
の
条
約
及
び
規
則
に
お

い
て
も
採
用
さ
れ
て
、
す
で
に
慣
れ
親
し
ま
れ
た
連
結
点
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
そ
の
地
の
法
か
ら
の
回
避
に
つ
い
て
言
え
ば
、
被
相

続
人
の
死
亡
の
当
時
及
び
そ
の
死
亡
前
の
生
活
状
況
を
通
じ
て
、
一
切
の
関
連
す
る
事
実
上
の
要
素
、
と
く
に
、
他
の
国
に
お
け
る
存
在

）
九
三
五
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
二
三

礎
づ
け
て
い
る

（
60
）

。
こ
の
よ
う
な
例
外
規
定
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
ヤ
イ
メ
（E

. Jaym
e

）
教
授
に
よ
っ
て
異
論
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る

（
61
）

。

⑷
　
欧
州
連
合
相
続
規
則
中
の
例
外
条
項

二
〇
一
二
年
七
月
四
日
の
「
相
続
事
件
に
お
け
る
管
轄
、
準
拠
法
、
裁
判
の
承
認
及
び
執
行
、
公
文
書
の
受
領
及
び
執
行
、
並
び
に
、

欧
州
相
続
証
明
書
の
導
入
に
関
す
る
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
規
則
」、
い
わ
ゆ
る
相
続
規
則
（N

o 650/2012

）
第
二
一
条
第
一
項
は
、「
こ

の
規
則
に
お
い
て
異
な
る
定
め
が
な
さ
れ
て
い
な
い
限
り
に
お
い
て
、
全
体
と
し
て
の
死
亡
に
よ
る
権
利
の
承
継
は
、
被
相
続
人
が
そ
の

死
亡
時
に
そ
の
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
の
法
に
服
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
同
条
第
二
項
は
、「
例
外
的
に
、
そ

の
状
況
全
体
か
ら
、
被
相
続
人
が
、
そ
の
死
亡
時
に
、
第
一
項
に
よ
れ
ば
そ
の
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
国
と
は
異
な
る
国
と
、
明

ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
場
合
に
は
、
死
亡
に
よ
る
権
利
の
承
継
に
は
こ
の
異
な
る
国
の
法
が
適

用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
し
て
お
り
、
同
項
は
、
相
続
関
係
に
つ
い
て
の
特
別
例
外
条
項
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
、

第
二
二
条
第
一
項
は
、「
人
は
、
そ
の
死
亡
に
よ
る
権
利
の
承
継
に
つ
い
て
、
そ
の
者
が
そ
の
法
選
択
時
又
は
そ
の
死
亡
時
に
属
し
て
い

る
国
の
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
し
、
同
条
第
二
項
は
、「
複
数
の
国
籍
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
者
が
、
そ
の
法
選
択
時
又
は

そ
の
死
亡
時
に
属
し
て
い
る
国
の
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
し
て
い
る

（
62
）

。
従
っ
て
、
被
相
続
人
に
よ
る
法
選
択
が
な
い

限
り
、
例
外
条
項
が
発
動
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
。
そ
の
場
合
の
判
断
基
準
は
、
や
は
り
、「
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
」

で
あ
る
。
原
則
的
準
拠
法
の
連
結
点
と
な
る
常
居
所
は
、
欧
州
諸
国
の
国
際
私
法
典
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
数
々
の
条
約
及
び
規
則
に
お

い
て
も
採
用
さ
れ
て
、
す
で
に
慣
れ
親
し
ま
れ
た
連
結
点
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。
そ
の
地
の
法
か
ら
の
回
避
に
つ
い
て
言
え
ば
、
被
相

続
人
の
死
亡
の
当
時
及
び
そ
の
死
亡
前
の
生
活
状
況
を
通
じ
て
、
一
切
の
関
連
す
る
事
実
上
の
要
素
、
と
く
に
、
他
の
国
に
お
け
る
存
在

）
九
三
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
二
四

の
継
続
性
及
び
規
則
性
、
並
び
に
、
そ
の
存
在
の
状
態
及
び
理
由
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
63
）

。

⑸
　
ロ
ー
マ
０
規
則
提
案
中
の
例
外
条
項

二
〇
一
一
年
、
フ
ラ
ン
ス
の
ポ
ー
ル
・
ラ
ガ
ル
ド
（P

aul L
agarde

）
教
授
に
よ
り
提
案
さ
れ
た
欧
州
国
際
私
法
典
、
す
な
わ
ち
、

ロ
ー
マ
０
規
則
の
提
案
中
の
第
一
三
七
条
も
、
例
外
条
項
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
条
に
お
い
て
は
、「
本
法
に
よ
っ
て
指
定

さ
れ
た
法
は
、
状
況
の
全
体
を
考
慮
し
て
、
状
態
が
明
ら
か
に
当
該
法
と
非
常
に
緩
い
関
係
し
か
有
せ
ず
、
か
つ
、
他
の
法
と
よ
り
多
く

の
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
き
、
例
外
的
に
適
用
さ
れ
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
、
当
該
他
の
法
が
適
用
さ
れ
る
。」
と
規
定
さ
れ
て
い
る

（
64
）

。

こ
の
規
定
は
、
明
ら
か
に
、
ス
イ
ス
国
際
私
法
第
一
五
条
と
同
一
の
原
則
を
例
外
条
項
の
構
成
の
要
素
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
例

外
的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
、
②
事
案
の
全
て
の
状
況
に
照
ら
し
て
い
る
こ
と
、
③
事
案
が
原
則
的
準
拠
法
と
非
常
に
緩
い
関
係
し
か
有
し

な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
④
他
の
法
と
よ
り
多
く
の
関
係
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る

（
65
）

。
ラ
ガ
ル
ド
教
授
の
提
案
に
対
し
て
は
、
抵
触
規
定
の
趣

旨
と
一
致
し
な
い
法
秩
序
へ
の
送
致
が
さ
れ
た
と
き
、
一
般
例
外
条
項
に
そ
れ
を
補
正
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
対
す
る
一
定
の
理

解
は
得
ら
れ
な
が
ら
も
、
他
方
、
回
避
条
項
に
よ
る
よ
り
も
、
そ
れ
に
代
え
て
、
抵
触
規
定
の
目
的
に
沿
っ
た
十
分
な
解
釈
に
よ
る
べ
き

と
す
る
異
論
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
66
）

。

五
　
例
外
条
項
に
関
す
る
問
題
点
と
若
干
の
考
察

⑴
　
例
外
条
項
の
存
在
意
義

一
般
例
外
条
項
に
せ
よ
、
特
別
例
外
条
項
に
せ
よ
、
例
外
条
項
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
前
出
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
際
私
法
第
一

）
九
三
六
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
二
五

条
第
二
項
が
述
べ
る
よ
う
に
、
本
来
、
抵
触
規
定
が
指
定
す
る
法
は
最
も
密
接
な
（
強
い
）
関
係
が
あ
る
法
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
、
抵
触
規
定
に
従
っ
て
指
定
さ
れ
た
法
が
、
結
果
的
に
、「
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
法
」
で
は
な
い
場
合
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
何
ら
か
の
準
拠
法
選
定
規
則
に
依
拠
し
て
決
定
さ
れ
る
準
拠
法
が
「
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
法
」

で
あ
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
に
立
脚
し
た
例
外
条
項
が
発
動
さ
れ
る
余
地
は
考
え
ら
れ
な
い
。

今
日
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
が
諸
国
国
際
私
法
に
お
い
て
圧
倒
的
な
支
配
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
さ
り
と
て
、

「
渉
外
私
法
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
、
当
該
法
律
関
係
が
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
国
の
法
に
よ
る
。」
と
い
う
概
括
的
な
一
箇
条

の
み
を
も
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
対
処
し
て
い
る
国
な
い
し
地
域
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
密
接
関
係
法
で
あ
る
こ
と
が
表
明
さ

れ
て
い
な
い
法
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
何
を
も
っ
て
、
当
該
法
が
「
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
」
も
し
く
は
「
よ
り
密
接

な
関
係
を
有
す
る
法
」
と
し
て
の
「
密
接
関
連
性
」
を
備
え
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
か
、
換
言
す
れ
ば
、
例
外
条
項
が
発
動
さ
れ

る
べ
き
場
合
の
基
準
を
ど
こ
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
か
が
、
例
外
条
項
を
め
ぐ
る
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。

最
密
接
関
連
性
を
判
断
基
準
と
す
る
限
り
、
当
該
判
断
基
準
が
有
す
る
一
般
的
・
抽
象
的
概
念
か
ら
、
何
ら
か
の
具
体
的
な
連
結
点
を

介
し
て
何
れ
か
の
国
や
地
域
の
法
を
準
拠
法
と
し
て
決
定
す
る
こ
と
が
容
易
で
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
は
、
早
く
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
最
密
接
関
連
性
の
概
念
の
明
確
化
な
い
し
具
体
化
が
論
議
の
焦
点
と
さ
れ
て
き
た

（
67
）

。
そ
の
一
方
、
例
外
条
項

の
よ
う
な
評
価
的
概
念
を
含
む
規
定
は
、
立
法
よ
り
も
む
し
ろ
司
法
に
よ
る
発
展
に
適
し
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
制
定
法
国
に
お
い
て
も

妥
当
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
一
般
例
外
条
項
で
は
司
法
を
信
頼
し
て
、
例
外
条
項
が
有
す
る
調
整
機
能
を
最
大
化
す
る
解
釈
を
目
指
す

こ
と
に
好
意
的
な
意
見
も
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
68
）

。
し
か
し
、
個
々
の
事
案
に
お
い
て
、
最
終
的
に
、
司
法
が
い
か
な
る
決
定
を
下

す
か
、
正
確
に
予
想
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
認
識
で
あ
り

（
69
）

、
例
外
条
項
の
発
動
の
よ
う
な
特
別
の
手
続
き
の

）
九
三
三
（
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一
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五
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あ
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あ
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指
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れ
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た
め
に
は
、
一
定
の
明
確
な
制
限
を
設
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
例
外
条
項
に
よ
り
、
法
的
安
定
性
や
法
的
解
決

の
予
測
可
能
性
は
危
険
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
認
識
の
合
理
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（
70
）

。
司
法
が
重
要
な
役
割
を
演
じ

る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
や
は
り
、
法
的
安
定
性
な
い
し
予
測
可
能
性
及
び
第
三
者
の
信
頼
や
期
待
の
保
護
が
損
な
わ
れ
て
は

な
ら
な
い
と
考
え
る
の
が
、
大
陸
型
国
際
私
法
に
お
け
る
共
通
の
認
識
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う

（
71
）

。
も
と
よ
り
、
最
密
接
関
連
性
は
直

接
的
な
判
断
基
準
と
は
な
り
え
な
い
た
め
、
常
に
、
他
の
何
れ
か
の
基
準
へ
転
換
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
最
密
接
関
係
法

の
決
定
基
準
の
可
及
的
な
明
文
化
を
図
っ
て
い
る
法
適
用
通
則
法
第
八
条
第
二
項
（
契
約
一
般
の
準
拠
法
の
決
定
）
や
第
一
二
条
第
三
項

（
労
働
契
約
準
拠
法
の
決
定
）
等
に
お
け
る
最
密
接
関
係
地
法
の
推
定
規
定
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
立
法
者
に
お
い
て
も
、
最
密
接
関
係
法

の
決
定
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
共
通
の
認
識
と
し
て
抱
か
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑵
　
例
外
条
項
と
最
密
接
関
連
性
の
原
則
と
の
関
係

例
外
条
項
は
、
今
日
の
国
際
私
法
に
お
い
て
普
遍
化
し
て
い
る
最
密
接
関
連
性
の
原
則
に
よ
る
支
配
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
最
密
接
関
係
法
は
、
時
に
は
本
則
と
し
て
、
ま
た
、
時
に
は
補
則
と
し
て
、
諸
国
の
国
際
私
法
や
条
約
に
お
い
て
駆
使
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
法
文
上
の
「
最
密
接
関
係
法
」
の
適
用
と
言
う
場
合
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
そ
れ
が
何
れ
の
法
で
あ
る
か
は
、
全
く
特
定
さ

れ
る
こ
と
は
な
く
、
準
拠
法
の
決
定
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
法
の
目
的
を
法
的
安
定
性
と
か
、
予
測
可
能
性
に
求
め
る
立
場
に
固
執
す

る
限
り
、「
最
も
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
の
法
」
と
か
、「
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
地
の
法
」
と
い
う
抵
触
規
定
は
極
め
て
厄
介
な
存
在

で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
当
面
の
法
律
関
係
な
い
し
身
分
関
係
に
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
を
適
用
す
る
こ
と
は
、

極
め
て
合
理
的
で
あ
り
、
直
ち
に
何
れ
か
の
法
に
特
定
さ
れ
な
い
白
地
概
念
を
有
し
て
い
る
点
が
、
却
っ
て
、
法
選
択
の
柔
軟
化
の
た
め

に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
も
決
し
て
否
定
で
き
な
い
。
近
代
国
際
私
法
の
祖
と
言
わ
れ
る
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
（S

avigny

）
の
国
際
私
法
理
論
に
お

）
九
三
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
二
七

け
る
「
法
律
関
係
の
本
拠
地
（S

atz

）」
の
法
の
探
求
に
つ
い
て
も
、
大
雑
把
に
言
え
ば
、
問
題
と
な
る
法
律
関
係
に
最
も
密
接
な
関
係

が
あ
る
地
の
法
の
探
求
で
あ
る
と
言
っ
て
も
大
過
は
な
い
で
あ
ろ
う

（
72
）

。
し
か
し
、
価
値
中
立
的
な
立
場
か
ら
価
値
促
進
的
な
立
場
へ
と
変

貌
を
遂
げ
て
久
し
い
現
代
国
際
私
法
に
お
い
て
、
最
密
接
関
係
法
の
決
定
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
法
も
ま
た
、
利
益
衡
量
の
結
果
に
裏
打

ち
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
最
密
接
で
あ
る
法
が
意
味
さ
れ
て
お
り
、
決
し
て
、
機
械
的
に
決
定
さ
れ
た
形
式
的
な
そ
れ
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
の
が
、
今
日
に
お
け
る
立
場
で
あ
る

（
73
）

。
従
っ
て
、
最
密
接
関
係
法
の
決
定
に
お
い
て
、
国
際
私
法
上
の
利
益
衡
量
を
検
討
す
る

こ
と
が
、
そ
の
た
め
の
不
可
欠
な
過
程
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
国
際
私
法
上
の
利
益
衡
量
は
い
か
よ
う
に
行
わ
れ
る
べ
き
か
。
そ
れ
に
先
立
ち
、
国
際
私
法
上
の
利
益
が
、
実
質
法
上
の

利
益
と
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
前
者
は
、
準
拠
法
と
な
る
べ
き
法
へ

の
連
結
の
際
の
利
益
で
あ
り
、
準
拠
法
の
適
用
に
お
け
る
利
益
と
は
異
な
る
価
値
衡
量
の
原
理
が
支
配
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
実
質
法
上

の
利
益
に
対
す
る
配
慮
は
、
本
来
、
こ
こ
に
お
い
て
は
不
要
と
さ
れ
る
。
両
性
平
等
の
原
則
の
顧
慮
の
結
果
は
、
両
当
事
者
に
共
通
の
法

を
適
用
す
る
等
、
連
結
に
お
け
る
不
平
等
を
斥
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
実
質
的
に
両
性
間
に
不
平
等
な
待
遇
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

を
許
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
国
際
私
法
の
実
質
法
化
に
よ
り
、
実
質
法
上
の
利
益

衡
量
の
結
果
が
準
拠
法
の
選
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
傾
向
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
が
、
ノ
イ
ハ
ウ
ス
（P

. H
. N

euhaus

）
教
授
に
よ
っ
て
肯

定
的
に
論
じ
ら
れ
て
か
ら
す
で
に
久
し
い

（
74
）

。

翻
っ
て
、
最
密
接
関
係
法
に
目
を
向
け
れ
ば
、
そ
れ
自
体
、
問
題
と
な
る
法
律
関
係
に
最
も
密
接
な
関
係
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
る
法

で
あ
る
か
ら
、
国
際
私
法
上
の
利
益
衡
量
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
何
を
も
っ
て
最
密
接
関
連
性
を
判
断
し
、

最
密
接
関
係
法
を
決
定
す
る
か
に
お
い
て
は
、
や
は
り
、
国
際
私
法
上
の
利
益
衡
量
と
実
質
法
上
の
そ
れ
と
の
間
に
違
い
が
存
在
す
る
こ

）
九
三
三
（
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け
る
不
平
等
を
斥
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
実
質
的
に
両
性
間
に
不
平
等
な
待
遇
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

を
許
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
国
際
私
法
の
実
質
法
化
に
よ
り
、
実
質
法
上
の
利
益

衡
量
の
結
果
が
準
拠
法
の
選
定
に
影
響
を
及
ぼ
す
傾
向
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
が
、
ノ
イ
ハ
ウ
ス
（P

. H
. N

euhaus

）
教
授
に
よ
っ
て
肯

定
的
に
論
じ
ら
れ
て
か
ら
す
で
に
久
し
い

（
74
）

。

翻
っ
て
、
最
密
接
関
係
法
に
目
を
向
け
れ
ば
、
そ
れ
自
体
、
問
題
と
な
る
法
律
関
係
に
最
も
密
接
な
関
係
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
る
法

で
あ
る
か
ら
、
国
際
私
法
上
の
利
益
衡
量
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
何
を
も
っ
て
最
密
接
関
連
性
を
判
断
し
、

最
密
接
関
係
法
を
決
定
す
る
か
に
お
い
て
は
、
や
は
り
、
国
際
私
法
上
の
利
益
衡
量
と
実
質
法
上
の
そ
れ
と
の
間
に
違
い
が
存
在
す
る
こ

）
九
三
三
（
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一
二
八

と
は
明
白
で
あ
る
。
特
別
例
外
条
項
と
さ
れ
る
法
適
用
通
則
法
第
一
五
条
及
び
第
二
〇
条
を
始
め
、
数
多
く
の
諸
国
国
際
私
法
の
立
法
例

に
お
い
て
、
不
法
行
為
等
に
関
し
、
原
則
的
準
拠
法
を
斥
け
て
ま
で
適
用
さ
れ
る
加
害
者
と
被
害
者
の
両
当
事
者
の
共
通
（
同
一
）
常
居

所
地
法
は
、
そ
れ
ら
両
当
事
者
に
共
通
（
同
一
）
の
連
結
点
を
介
し
て
決
定
さ
れ
る
法
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
国
際
私
法
上
の
利
益
衡
量

の
結
果
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
も
、
常
居
所
は
、
親
近
の
原
則
が
支
配
す
る
連
結
素
で
あ
り
、
当
事
者
の
家
族

的
・
社
会
的
な
生
活
に
密
接
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
共
通
（
同
一
）
常
居
所
地
法
の
適

用
が
被
害
者
の
利
益
の
保
護
に
結
び
付
く
保
証
は
全
く
な
い
。
被
害
者
の
利
益
の
保
護
の
た
め
に
は
、
被
害
者
に
加
害
行
為
地
法
と
損
害

発
生
地
法
の
中
か
ら
の
選
択
（
す
な
わ
ち
、
当
事
者
意
思
に
よ
る
法
選
択
）
が
許
さ
れ
る
規
定
と
か
、
実
質
的
に
被
害
者
に
有
利
に
導
く
法
を

適
用
す
る
こ
と
を
裁
判
官
に
命
じ
る
規
定
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
前
出
チ
ュ
ニ
ジ

ア
法
第
三
八
条
第
二
項
が
、「
追
及
さ
れ
た
目
的
を
考
慮
」
と
規
定
し
、
ま
た
、
前
出
チ
ェ
コ
法
第
二
四
条
第
一
項
が
、「
関
与
者
の
根
拠

の
あ
る
期
待
に
従
え
ば
、
指
定
さ
れ
た
法
秩
序
そ
れ
自
体
の
適
用
が
不
適
当
に
見
え
、
又
、
存
在
す
る
法
律
関
係
の
合
理
的
で
公
正
な
規

則
に
反
す
る
と
き
」
を
例
外
条
項
の
発
動
事
由
と
し
、
更
に
、
前
出
オ
レ
ゴ
ン
州
法
第
八
七
五
条
も
、「
法
の
目
的
を
提
供
し
な
い
こ
と

を
証
明
す
る
場
合
」（
同
条
第
三
項
ａ
号
）
を
例
外
条
項
発
動
の
事
由
と
し
て
い
る
。
そ
の
他
、
前
出
ジ
ョ
ー
ジ
ア
法
第
四
二
条
第
一
項
は
、

端
か
ら
、「
被
害
を
受
け
た
者
に
と
っ
て
よ
り
有
利
で
あ
る
国
の
法
律
」
を
原
則
的
準
拠
法
の
一
つ
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
立
法
の

内
容
を
も
踏
ま
え
た
う
え
で
言
え
ば
、
か
つ
て
、
法
例
に
最
密
関
係
法
の
規
定
が
導
入
さ
れ
た
と
き
、
秌
場
準
一
教
授
は
、
最
密
接
関
連

性
の
概
念
の
解
明
に
お
い
て
、
地
域
的
関
連
性
に
の
み
に
捉
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
論
じ
ら
れ
、
そ
し
て
、
法
例
中
の
諸
規
定
に

お
け
る
内
国
取
引
の
保
護
、
当
事
者
意
思
の
尊
重
、
法
律
行
為
の
保
護
・
有
効
化
な
い
し
法
律
関
係
成
立
の
容
易
化
、
両
性
の
平
等
、
子

の
保
護
な
ど
の
指
標
の
存
在
を
指
摘
さ
れ
て
い
た

（
75
）

。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、「
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
」
と
は
、
一
定
の
当

）
九
三
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
二
九

事
者
や
法
律
関
係
の
成
立
に
と
っ
て
「
よ
り
有
利
な
法
」
が
、
そ
れ
と
し
て
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
余
地
の
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

⑶
　
密
接
関
連
性
の
原
則
に
優
位
す
る
国
際
私
法
上
の
原
則

法
適
用
通
則
法
を
始
め
と
し
て
、
諸
国
立
法
例
に
見
ら
れ
る
例
外
条
項
の
多
く
が
、
準
拠
実
質
法
の
内
容
を
全
く
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、

当
事
者
の
属
人
法
の
共
通
性
（
同
一
性
）
の
み
を
重
視
し
、
ま
た
、
契
約
等
の
先
行
す
る
法
律
関
係
な
い
し
身
分
関
係
の
準
拠
法
へ
の
附

従
的
連
結
を
定
め
る
規
則
が
、
実
質
法
上
の
利
益
衡
量
を
視
野
の
外
に
置
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
一
方
、
原
則
的
準
拠
法
が
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
に
よ
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
例
外
条
項
の
発
動
は
な
く
、
当
事
者
意
思
の
尊
重
が
最

密
接
関
連
性
の
原
則
に
優
先
す
る
こ
と
も
、
諸
国
立
法
例
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
て
い
る
。
論
理
的
に
、
抵
触
規
定
の
趣
旨
な
い
し
本
質
が

当
事
者
意
思
の
尊
重
に
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
は
当
該
抵
触
規
定
に
矛
盾
す
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、
密
接
関
連
性
が
乏
し

い
法
が
当
事
者
意
思
に
従
っ
て
指
定
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
例
外
条
項
の
発
動
が
控
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
う
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
同
様
に
、
例
外
条
項
の
発
動
が
控
え
ら
れ
る
べ
き
場
合
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
原
則
的
準
拠
法
の
指
定
が
一
定
の

実
質
法
上
の
利
益
の
実
現
を
目
的
と
し
て
い
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
実
質
法
上
の
一
定
の
利
益
の
保
護
が
抵
触
規
定
に
お
い
て
す
で
に
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
ろ
う
。
抵
触
規
定
の
趣
旨
と
一
致
し
な
い
法
秩
序
へ
の
送
致
が
さ
れ
た
と
き
、
一
般
例
外
条
項
に
そ
れ
を

補
充
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
上
述
の
と
お
り
、
ヤ
イ
メ
教
授
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
前
出
ク
ロ
ア
チ
ア

法
第
一
一
条
第
一
項
が
、
一
般
例
外
条
項
が
発
動
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
場
合
と
し
て
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
あ
っ
た
場
合
の
ほ
か
、

「
一
定
の
法
へ
の
送
致
に
よ
り
、
一
定
の
実
質
法
上
の
効
果
を
達
成
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
る
と
き
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

規
定
か
ら
、
と
く
に
一
定
の
保
護
さ
れ
る
べ
き
実
質
法
上
の
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
指
定
さ
れ
た
法
、
す
な
わ
ち
、
有
利
性
の
原
則
が

）
九
三
三
（
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事
者
や
法
律
関
係
の
成
立
に
と
っ
て
「
よ
り
有
利
な
法
」
が
、
そ
れ
と
し
て
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
余
地
の
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

⑶
　
密
接
関
連
性
の
原
則
に
優
位
す
る
国
際
私
法
上
の
原
則

法
適
用
通
則
法
を
始
め
と
し
て
、
諸
国
立
法
例
に
見
ら
れ
る
例
外
条
項
の
多
く
が
、
準
拠
実
質
法
の
内
容
を
全
く
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、

当
事
者
の
属
人
法
の
共
通
性
（
同
一
性
）
の
み
を
重
視
し
、
ま
た
、
契
約
等
の
先
行
す
る
法
律
関
係
な
い
し
身
分
関
係
の
準
拠
法
へ
の
附

従
的
連
結
を
定
め
る
規
則
が
、
実
質
法
上
の
利
益
衡
量
を
視
野
の
外
に
置
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
一
方
、
原
則
的
準
拠
法
が
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
に
よ
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
例
外
条
項
の
発
動
は
な
く
、
当
事
者
意
思
の
尊
重
が
最

密
接
関
連
性
の
原
則
に
優
先
す
る
こ
と
も
、
諸
国
立
法
例
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
て
い
る
。
論
理
的
に
、
抵
触
規
定
の
趣
旨
な
い
し
本
質
が

当
事
者
意
思
の
尊
重
に
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
を
排
除
す
る
こ
と
は
当
該
抵
触
規
定
に
矛
盾
す
る
こ
と
と
な
る
か
ら
、
密
接
関
連
性
が
乏
し

い
法
が
当
事
者
意
思
に
従
っ
て
指
定
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
例
外
条
項
の
発
動
が
控
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
う
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
同
様
に
、
例
外
条
項
の
発
動
が
控
え
ら
れ
る
べ
き
場
合
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
原
則
的
準
拠
法
の
指
定
が
一
定
の

実
質
法
上
の
利
益
の
実
現
を
目
的
と
し
て
い
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
実
質
法
上
の
一
定
の
利
益
の
保
護
が
抵
触
規
定
に
お
い
て
す
で
に
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
ろ
う
。
抵
触
規
定
の
趣
旨
と
一
致
し
な
い
法
秩
序
へ
の
送
致
が
さ
れ
た
と
き
、
一
般
例
外
条
項
に
そ
れ
を

補
充
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
、
上
述
の
と
お
り
、
ヤ
イ
メ
教
授
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
前
出
ク
ロ
ア
チ
ア

法
第
一
一
条
第
一
項
が
、
一
般
例
外
条
項
が
発
動
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
場
合
と
し
て
、
当
事
者
に
よ
る
法
選
択
が
あ
っ
た
場
合
の
ほ
か
、

「
一
定
の
法
へ
の
送
致
に
よ
り
、
一
定
の
実
質
法
上
の
効
果
を
達
成
す
る
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
る
と
き
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

規
定
か
ら
、
と
く
に
一
定
の
保
護
さ
れ
る
べ
き
実
質
法
上
の
利
益
を
実
現
す
る
た
め
に
指
定
さ
れ
た
法
、
す
な
わ
ち
、
有
利
性
の
原
則
が

）
九
三
三
（
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一
三
〇

支
配
す
る
抵
触
規
則
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
た
法
が
、
最
密
接
関
係
法
に
優
先
す
べ
き
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
最
密
接

関
連
性
の
原
則
も
、
当
事
者
意
思
の
尊
重
、
及
び
、
有
利
性
の
原
則
に
は
道
を
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
般

に
、
離
婚
保
護
、
嫡
出
保
護
、
準
正
保
護
、
遺
言
保
護
等
、
一
定
の
法
律
関
係
の
保
護
の
ほ
か
、
子
の
保
護
、
被
後
見
人
保
護
、
扶
養
権

利
者
保
護
、
労
働
者
保
護
、
消
費
者
保
護
、
そ
し
て
、
被
害
者
保
護
等
の
弱
者
利
益
の
保
護
が
要
請
さ
れ
る
場
合
が
有
利
性
の
原
則
が
支

配
す
る
領
域
に
属
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

（
76
）

。
も
っ
と
も
、
同
じ
く
排
除
規
定
（E

xklusivnorm
en

）
と
し
て
、
例
外
条
項
と
公
序

条
項
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
が
、
前
者
が
、
準
拠
法
の
連
結
の
次
元
に
お
い
て
機
能
す
る
規
定
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
準
拠

法
の
適
用
の
次
元
に
お
い
て
機
能
す
る
規
定
で
あ
り
、
両
者
は
交
錯
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
動
の
範
囲
に
お
け
る
役
割
を
担
っ

て
お
り
、
公
序
条
項
の
存
在
を
も
っ
て
、
例
外
条
項
が
そ
の
存
在
意
義
を
失
う
こ
と
は
な
い
。

六
　
お
わ
り
に

例
外
条
項
の
出
発
点
と
な
る
の
が
最
密
接
関
連
性
の
原
則
で
あ
る
こ
と
は
、
再
三
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
何

が
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
で
あ
る
か
が
、
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
、
個
別
の
事
案
の
事
情
に
よ
り
、
最
密
接
関
連
性
を
有
す
る
法
は
異
な
っ
て
お
り
、
一
概
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
立
法
の
限
界
で
あ
り
、
あ
と
は
司
法
の
判
断
任
せ
と
い
う
こ
と
と
な
り
、
法
的
安
定
性
は
著
し
く
損
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
本

来
、
司
法
の
主
た
る
役
割
は
、
法
の
忠
実
な
適
用
で
あ
っ
て
、
法
を
創
造
す
る
こ
と
は
、
立
法
の
欠
缺
を
補
充
す
る
作
用
で
し
か
な
い
。

立
法
者
が
、
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
と
い
う
輝
か
し
い
光
に
幻
惑
さ
れ
た
付
け
の
し
わ
寄
せ
が
、
裁
判
官
の
肩
に
重
く
圧
し
掛

）
九
三
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
三
一

か
っ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
ろ
う
。
本
国
法
と
か
、
常
居
所
地
法
と
か
、
或
い
は
、
原
因
事
実
発
生
地
法
と
か
、
損
害
発
生
地
法
と
か
、

さ
ら
に
、
或
い
は
、
契
約
準
拠
法
と
か
の
適
用
の
場
合
と
異
な
り
、
最
密
接
関
係
法
の
適
用
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
抽
象
的
存
在
を
特

定
の
連
結
点
を
介
し
た
法
に
具
体
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
困
難
な
仕
事
が
残
さ
れ
て
い
る
。
契
約
に
関
す
る
法
適
用
通
則
法
第

八
条
第
二
項
に
お
け
る
特
徴
的
給
付
の
理
論
の
導
入
と
か
、
法
定
債
権
に
関
す
る
第
一
五
条
や
第
二
〇
条
に
お
け
る
共
通
常
居
所
地
法
や

契
約
準
拠
法
等
へ
の
附
従
的
連
結
の
理
論
の
導
入
が
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
の
抽
象
性
の
具
体
化
に
向
け
ら
れ
た
配
慮
で
あ
る
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
徴
的
給
付
を
行
う
者
の
常
居
所
地
法
を
最
密
接
関
係
法
と
し
て
単
に
推
定
す
る
と
か
、
共
通

常
居
所
地
法
も
契
約
準
拠
法
も
、
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
を
決
定
す
る
た
め
の
単
な
る
判
断
要
素
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
そ
の
位

置
づ
け
を
後
退
さ
せ
た
な
ら
ば
、
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
法
と
し
て
明
確
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
例
外

条
項
の
発
動
は
あ
く
ま
で
例
外
的
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
発
動
を
相
当
に
抑
制
し
な
い
限
り
、
抵
触
規
定
が
目
的
と
す
る
一
定
の
法
的
効

力
の
確
保
の
可
能
性
こ
そ
が
発
動
基
準
と
し
て
依
拠
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
法
の
適
用
を
導
く
こ
と
が
当

事
者
に
と
っ
て
最
も
重
大
な
関
心
事
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
と
か
、
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す

る
法
へ
の
連
結
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
欧
米
に
お
け
る
人
権
尊
重
及
び
弱
者
保
護
の
理
念
が
世
界
を
席
巻
し
、
近
代

法
、
そ
し
て
、
現
代
法
の
世
界
が
欧
米
法
の
体
系
を
中
心
と
し
て
展
開
し
て
い
る
現
実
を
直
視
す
れ
ば
、
国
際
私
法
に
お
い
て
も
、
将
来

的
に
は
、
規
律
の
対
象
と
な
る
法
律
関
係
に
従
い
、
当
事
者
自
治
の
原
則
（
選
択
的
連
結
）、
及
び
、
弱
者
利
益
の
保
護
等
の
一
定
の
実
質

的
利
益
の
保
護
を
考
慮
し
た
択
一
的
連
結
の
規
定
に
収
斂
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
大
胆
な
予
測
が
表
明
さ
れ
て
い
る

（
77
）

。
奇
し
く
も
、
こ

れ
ら
の
指
標
は
、
正
し
く
例
外
条
項
の
発
動
が
制
限
さ
れ
る
事
由
と
し
て
上
述
し
た
と
こ
ろ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
本
来
、
一

切
の
抵
触
規
定
は
、
例
外
条
項
を
必
要
と
し
な
い
精
緻
で
柔
軟
な
規
則
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
少
な
く
と
も
、
最
密
接

）
九
三
九
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
三
一

か
っ
て
い
る
の
が
現
実
で
あ
ろ
う
。
本
国
法
と
か
、
常
居
所
地
法
と
か
、
或
い
は
、
原
因
事
実
発
生
地
法
と
か
、
損
害
発
生
地
法
と
か
、

さ
ら
に
、
或
い
は
、
契
約
準
拠
法
と
か
の
適
用
の
場
合
と
異
な
り
、
最
密
接
関
係
法
の
適
用
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
抽
象
的
存
在
を
特

定
の
連
結
点
を
介
し
た
法
に
具
体
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
困
難
な
仕
事
が
残
さ
れ
て
い
る
。
契
約
に
関
す
る
法
適
用
通
則
法
第

八
条
第
二
項
に
お
け
る
特
徴
的
給
付
の
理
論
の
導
入
と
か
、
法
定
債
権
に
関
す
る
第
一
五
条
や
第
二
〇
条
に
お
け
る
共
通
常
居
所
地
法
や

契
約
準
拠
法
等
へ
の
附
従
的
連
結
の
理
論
の
導
入
が
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
の
抽
象
性
の
具
体
化
に
向
け
ら
れ
た
配
慮
で
あ
る
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
徴
的
給
付
を
行
う
者
の
常
居
所
地
法
を
最
密
接
関
係
法
と
し
て
単
に
推
定
す
る
と
か
、
共
通

常
居
所
地
法
も
契
約
準
拠
法
も
、
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
を
決
定
す
る
た
め
の
単
な
る
判
断
要
素
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
そ
の
位

置
づ
け
を
後
退
さ
せ
た
な
ら
ば
、
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
法
と
し
て
明
確
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
例
外

条
項
の
発
動
は
あ
く
ま
で
例
外
的
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
発
動
を
相
当
に
抑
制
し
な
い
限
り
、
抵
触
規
定
が
目
的
と
す
る
一
定
の
法
的
効

力
の
確
保
の
可
能
性
こ
そ
が
発
動
基
準
と
し
て
依
拠
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
法
の
適
用
を
導
く
こ
と
が
当

事
者
に
と
っ
て
最
も
重
大
な
関
心
事
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
最
も
密
接
な
関
係
を
有
す
る
法
と
か
、
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す

る
法
へ
の
連
結
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
欧
米
に
お
け
る
人
権
尊
重
及
び
弱
者
保
護
の
理
念
が
世
界
を
席
巻
し
、
近
代

法
、
そ
し
て
、
現
代
法
の
世
界
が
欧
米
法
の
体
系
を
中
心
と
し
て
展
開
し
て
い
る
現
実
を
直
視
す
れ
ば
、
国
際
私
法
に
お
い
て
も
、
将
来

的
に
は
、
規
律
の
対
象
と
な
る
法
律
関
係
に
従
い
、
当
事
者
自
治
の
原
則
（
選
択
的
連
結
）、
及
び
、
弱
者
利
益
の
保
護
等
の
一
定
の
実
質

的
利
益
の
保
護
を
考
慮
し
た
択
一
的
連
結
の
規
定
に
収
斂
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
大
胆
な
予
測
が
表
明
さ
れ
て
い
る

（
77
）

。
奇
し
く
も
、
こ

れ
ら
の
指
標
は
、
正
し
く
例
外
条
項
の
発
動
が
制
限
さ
れ
る
事
由
と
し
て
上
述
し
た
と
こ
ろ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
本
来
、
一

切
の
抵
触
規
定
は
、
例
外
条
項
を
必
要
と
し
な
い
精
緻
で
柔
軟
な
規
則
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
少
な
く
と
も
、
最
密
接

）
九
三
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
三
二

関
連
性
の
原
則
が
準
拠
法
の
決
定
に
お
い
て
障
害
と
な
ら
な
い
程
度
に
明
確
化
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
そ
の
一
方
、
ノ
イ
ハ
ウ
ス
教
授
は
、
個
別
規
則
が
あ
れ
ば
一
般
的
な
回
避
条
項
が
要
ら
な
く
な
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
法
発
展

を
認
め
れ
ば
益
々
必
要
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る

（
78
）

。
そ
う
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
、
今
後
も
引
き
続
き
、
実
質

法
上
の
利
益
考
慮
を
斥
け
た
国
際
私
法
上
の
そ
れ
の
み
に
依
拠
し
、
当
事
者
の
共
通
常
居
所
地
法
や
当
事
者
間
に
お
い
て
先
行
す
る
主
要

な
法
律
関
係
の
存
在
の
み
を
手
掛
か
り
と
し
て
、「
よ
り
密
接
な
関
係
を
有
す
る
地
の
法
」
を
探
求
す
る
こ
と
に
終
始
す
る
こ
と
だ
け
が

現
代
国
際
私
法
の
柔
軟
化
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
1
） 

中
西
康
＝
北
澤
安
紀
＝
横
溝
大
＝
林
貴
美
『
国
際
私
法
（
第
二
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
）
二
五
頁
参
照
。

（
2
） M

onika P
auknerova, E

scape clauses and legal certainty in private international law
, in: Yearbook of private in

tern
ation

al 

law
, V

ol.18 

（2016/2017

）, p.63.

（
3
） 

例
え
ば
、A

. E
. von O

verbeck, T
he fate of tw

o rem
arkable provisions of the S

w
iss statute on private international law

, in: 

Yearbook of private in
tern

ation
al law

, V
ol.1 

（1999

）, p.127 et seq.; K
urt S

iehr, G
eneral problem

s of private international law
 

in M
odern codifications, in: Yearbook of private in

tern
ation

al law
, V

ol.7 

（2005

）, p.26 et seq.

（
4
） P

auknerova, op. cit., p.62 et seq.

（
5
） 

例
え
ば
、
笠
原
俊
宏
「
わ
が
国
際
私
法
の
総
則
に
つ
い
て
─
若
干
の
比
較
立
法
的
考
察
─
」
大
東
ロ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
号
（
二
〇
〇
八
年
）

七
九
頁
等
参
照
。

（
6
） 

神
前
禎
『
解
説
法
の
適
用
に
関
す
る
通
則
法
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
一
一
三
頁
。

（
7
） 

神
前
・
前
掲
書
一
三
八
頁
参
照
。
け
だ
し
、「
そ
の
他
の
事
情
に
照
ら
し
て
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
①
及
び
②
が
例
示
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
と
さ
れ
、
ま
た
、
③
の
規
定
の
存
在
に
よ
っ
て
、
不
法
行
為
と
な
る
か
ど
う
か
、
そ
の
場
合
に
ど
の
よ
う
な
責
任
が
発
生
す

）
九
三
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
三
三

る
か
が
不
明
確
に
な
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
澤
木
敬
郎
＝
道
垣
内
正
人
『
国
際
私
法
入
門
（
第
八
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
）
二
二
九
頁
以

下
（
道
垣
内
）
参
照
。
中
西
＝
北
澤
＝
横
溝
＝
林
・
前
掲
書
二
四
五
頁
以
下
に
お
い
て
も
、「
一
七
条
か
ら
一
九
条
に
よ
る
準
拠
法
決
定
の
安
定
性

の
追
求
に
対
し
て
、
本
条
は
、
準
拠
法
決
定
の
柔
軟
性
と
具
体
的
妥
当
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
は
か
っ
て
い
る
。」

と
し
な
が
ら
、「
一
七
条
か
ら
一
九
条
の
規
定
に
よ
る
準
拠
法
決
定
の
安
定
性
を
失
わ
せ
な
い
た
め
に
も
、
限
定
的
な
解
釈
が
望
ま
れ
よ
う
。」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
笠
原
教
授
は
、
例
外
条
項
の
発
動
基
準
と
し
て
、「
当
事
者
意
思
に
基
づ
く
準
拠
法
指
定
の
場
合
」
の
み
な
ら
ず
、「
実

質
的
判
断
の
結
果
と
し
て
の
択
一
的
連
結
の
場
合
」
を
も
例
外
条
項
の
発
動
か
ら
除
外
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
一
方
、「
密
接
関
連
性
を
有
し
な
い

準
拠
法
に
服
す
れ
ば
、
当
事
者
利
益
の
保
護
に
欠
け
る
こ
と
に
な
る
場
合
に
そ
の
条
項
の
適
用
を
限
定
す
る
等
」、
運
用
に
お
け
る
慎
重
な
判
断
が

必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
笠
原
俊
宏
『
国
際
私
法
原
論
』（
文
眞
堂
、
二
〇
一
五
年
）
一
〇
一
頁
参
照
。
こ
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
密
接
関
連
法

よ
り
は
、
む
し
ろ
、
当
事
者
利
益
の
保
護
に
適
う
法
の
適
用
を
優
先
す
べ
き
こ
と
と
な
り
、
形
式
的
な
場
所
的
密
接
関
連
性
よ
り
も
、
実
質
的
な
当

事
者
利
益
の
方
に
価
値
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
8
） 

神
前
・
前
掲
書
一
三
九
頁
参
照
。
一
方
、
当
事
者
間
の
契
約
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
し
て
不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、「
例
え
ば

契
約
締
結
上
の
過
失
の
よ
う
に
、
不
法
行
為
の
問
題
と
解
し
て
も
そ
の
準
拠
法
を
契
約
準
拠
法
と
一
致
さ
せ
る
べ
き
場
合
も
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
同
様
に
通
則
法
二
〇
条
に
よ
り
、
契
約
準
拠
法
に
よ
る
統
一
的
な
処
理
を
検
討
す
べ
き
」
と
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
神
前
禎
＝
早
川
吉
尚
＝
元
永
和
彦
『
国
際
私
法
（
第
四
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
九
年
）
一
六
〇
頁
以
下
（
神
前
）
参
照
。
横
山
教
授
は
、

「
附
従
的
な
連
結
に
よ
り
、
法
律
関
係
の
総
体
を
統
一
的
に
一
つ
の
法
秩
序
に
服
さ
せ
、
ま
と
ま
り
の
あ
る
法
律
関
係
を
相
異
な
る
法
秩
序
に
送
致

し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
牽
連
関
係
に
あ
る
複
数
の
法
律
問
題
に
単
一
の
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
準
拠
法
の
適
応
と
い
う
操
作
を

回
避
で
き
る
。」
と
さ
れ
る
。
横
山
潤
『
国
際
私
法
』（
三
省
堂
、
二
〇
一
二
年
）
二
一
〇
頁
参
照
。

（
9
） 

神
前
・
前
掲
書
一
四
四
頁
参
照
。

（
10
） 

例
え
ば
、
櫻
田
教
授
は
、「
例
示
に
該
当
す
る
事
情
が
あ
っ
て
も
、
常
に
例
外
条
項
が
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
示
に
該
当
す
る
事
情

が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
一
般
に
考
慮
要
素
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
例
外
条
項
が
発
動
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。」

と
さ
れ
る
。
櫻
田
嘉
章
『
国
際
私
法
（
第
七
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）
二
四
二
頁
参
照
。
ま
た
、
寺
井
講
師
は
、「
共
通
常
居
所
地
、
当
事

）
九
三
五
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
三
三

る
か
が
不
明
確
に
な
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
澤
木
敬
郎
＝
道
垣
内
正
人
『
国
際
私
法
入
門
（
第
八
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
年
）
二
二
九
頁
以

下
（
道
垣
内
）
参
照
。
中
西
＝
北
澤
＝
横
溝
＝
林
・
前
掲
書
二
四
五
頁
以
下
に
お
い
て
も
、「
一
七
条
か
ら
一
九
条
に
よ
る
準
拠
法
決
定
の
安
定
性

の
追
求
に
対
し
て
、
本
条
は
、
準
拠
法
決
定
の
柔
軟
性
と
具
体
的
妥
当
性
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
、
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
は
か
っ
て
い
る
。」

と
し
な
が
ら
、「
一
七
条
か
ら
一
九
条
の
規
定
に
よ
る
準
拠
法
決
定
の
安
定
性
を
失
わ
せ
な
い
た
め
に
も
、
限
定
的
な
解
釈
が
望
ま
れ
よ
う
。」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
笠
原
教
授
は
、
例
外
条
項
の
発
動
基
準
と
し
て
、「
当
事
者
意
思
に
基
づ
く
準
拠
法
指
定
の
場
合
」
の
み
な
ら
ず
、「
実

質
的
判
断
の
結
果
と
し
て
の
択
一
的
連
結
の
場
合
」
を
も
例
外
条
項
の
発
動
か
ら
除
外
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
一
方
、「
密
接
関
連
性
を
有
し
な
い

準
拠
法
に
服
す
れ
ば
、
当
事
者
利
益
の
保
護
に
欠
け
る
こ
と
に
な
る
場
合
に
そ
の
条
項
の
適
用
を
限
定
す
る
等
」、
運
用
に
お
け
る
慎
重
な
判
断
が

必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
笠
原
俊
宏
『
国
際
私
法
原
論
』（
文
眞
堂
、
二
〇
一
五
年
）
一
〇
一
頁
参
照
。
こ
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
密
接
関
連
法

よ
り
は
、
む
し
ろ
、
当
事
者
利
益
の
保
護
に
適
う
法
の
適
用
を
優
先
す
べ
き
こ
と
と
な
り
、
形
式
的
な
場
所
的
密
接
関
連
性
よ
り
も
、
実
質
的
な
当

事
者
利
益
の
方
に
価
値
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
8
） 

神
前
・
前
掲
書
一
三
九
頁
参
照
。
一
方
、
当
事
者
間
の
契
約
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
し
て
不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
い
て
、「
例
え
ば

契
約
締
結
上
の
過
失
の
よ
う
に
、
不
法
行
為
の
問
題
と
解
し
て
も
そ
の
準
拠
法
を
契
約
準
拠
法
と
一
致
さ
せ
る
べ
き
場
合
も
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
同
様
に
通
則
法
二
〇
条
に
よ
り
、
契
約
準
拠
法
に
よ
る
統
一
的
な
処
理
を
検
討
す
べ
き
」
と
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
神
前
禎
＝
早
川
吉
尚
＝
元
永
和
彦
『
国
際
私
法
（
第
四
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
九
年
）
一
六
〇
頁
以
下
（
神
前
）
参
照
。
横
山
教
授
は
、

「
附
従
的
な
連
結
に
よ
り
、
法
律
関
係
の
総
体
を
統
一
的
に
一
つ
の
法
秩
序
に
服
さ
せ
、
ま
と
ま
り
の
あ
る
法
律
関
係
を
相
異
な
る
法
秩
序
に
送
致

し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
牽
連
関
係
に
あ
る
複
数
の
法
律
問
題
に
単
一
の
法
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
準
拠
法
の
適
応
と
い
う
操
作
を

回
避
で
き
る
。」
と
さ
れ
る
。
横
山
潤
『
国
際
私
法
』（
三
省
堂
、
二
〇
一
二
年
）
二
一
〇
頁
参
照
。

（
9
） 

神
前
・
前
掲
書
一
四
四
頁
参
照
。

（
10
） 

例
え
ば
、
櫻
田
教
授
は
、「
例
示
に
該
当
す
る
事
情
が
あ
っ
て
も
、
常
に
例
外
条
項
が
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
例
示
に
該
当
す
る
事
情

が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
一
般
に
考
慮
要
素
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
例
外
条
項
が
発
動
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。」

と
さ
れ
る
。
櫻
田
嘉
章
『
国
際
私
法
（
第
七
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
二
〇
年
）
二
四
二
頁
参
照
。
ま
た
、
寺
井
講
師
は
、「
共
通
常
居
所
地
、
当
事

）
九
三
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
三
四

者
間
の
契
約
関
係
は
、『
明
ら
か
に
』『
よ
り
密
接
な
関
係
』
の
有
無
を
判
断
す
る
際
の
要
素
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
ら
の
事
情
が
即
座
に
共
通
常
居
所
地

法
、
契
約
準
拠
法
の
適
用
を
導
く
わ
け
で
は
な
い
。」
と
し
、「
通
則
法
上
、
共
通
常
居
所
地
は
、
不
法
行
為
の
最
密
接
関
係
地
の
判
断
過
程
に
お
い

て
考
慮
さ
れ
る
要
素
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。」
と
さ
れ
る
。
山
内
惟
介
＝
佐
藤
文
彦
編
『
標
準
国
際
私
法
』（
信
山
社
、
二
〇
二
〇
年
）
一
六
一
頁

（
寺
井
里
沙
）
参
照
。
さ
ら
に
、
北
澤
教
授
は
、
事
務
管
理
ま
た
は
不
当
利
得
に
つ
い
て
、「
二
つ
の
事
情
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
類
型
的
に
本

条
を
適
用
す
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
…
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
例
示
的
な
事
情
に
該
当
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
例
外
条
項
が

常
に
発
動
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
他
の
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
た
上
で
、
本
条
の
規
定
を
適
用
す
べ
き
か
否
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

…
ま
た
、
こ
れ
ら
の
例
示
に
該
当
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
本
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
点
に
注

意
す
る
必
要
が
あ
る
。」
と
さ
れ
る
。
櫻
田
嘉
章
＝
道
垣
内
正
人
編
『
注
釈
国
際
私
法
第
一
巻
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
四
一
〇
頁
（
北
澤
安

紀
）
参
照
。

（
11
） 

例
え
ば
、
松
岡
教
授
は
、「
当
事
者
の
社
会
生
活
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
法
で
あ
る
常
居
所
地
法
は
当
事
者
に
と
っ
て
密
接
な
関
連
性
を
有
し
、

当
事
者
の
常
居
所
地
法
の
適
用
は
当
事
者
の
予
見
可
能
性
に
も
か
な
い
、
ま
た
、
当
事
者
の
同
一
常
居
所
地
法
を
適
用
す
る
こ
と
は
当
事
者
間
の
公

平
に
も
か
な
う
か
ら
で
あ
る
。」
と
さ
れ
る
。
松
岡
博
著
（
高
杉
直
補
訂
）『
国
際
関
係
私
法
講
義
（
改
題
補
訂
版
）』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
五

年
）
一
三
三
頁
参
照
。
ま
た
、
西
谷
教
授
は
、「
①
当
事
者
間
に
同
一
常
居
所
地
が
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
②
契
約
に
基
づ
く
義
務
に
違
反
し
て
不

法
行
為
が
行
わ
れ
て
お
り
、
附
従
的
連
結
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
に
は
、
積
極
的
に
一
七
条
～
一
九
条
よ
り
も
本
条
の
適
用
を
優
先
さ
せ
る
べ

き
で
あ
る
。
…
①
お
よ
び
②
以
外
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
本
条
が
あ
く
ま
で
通
則
法
一
七
条
～
一
九
条
の
例
外
規
定
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
諸
般

の
事
情
に
照
ら
し
て
、
明
白
か
つ
実
質
的
に
よ
り
密
接
な
関
係
を
も
つ
地
が
あ
る
と
い
え
る
場
合
に
の
み
、
本
条
を
適
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
と

さ
れ
る
。
櫻
田
＝
道
垣
内
編
・
前
掲
書
五
〇
五
頁
（
西
谷
祐
子
）
参
照
。
さ
ら
に
、
中
西
教
授
は
、「
二
つ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
存
在
す

れ
ば
そ
れ
だ
け
で
二
〇
条
が
原
則
と
し
て
発
動
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
さ
れ
る
。
中
西
康
「
法
適
用
通
則
法
に
お
け
る
不
法
行
為
」
国

際
私
法
年
報
九
号
（
二
〇
〇
七
年
）
八
一
頁
参
照
。
ま
た
、
奥
田
教
授
も
、「
当
事
者
間
に
同
一
常
居
所
地
法
が
あ
る
場
合
、
お
よ
び
契
約
上
の
義

務
違
反
に
よ
る
不
法
行
為
の
場
合
は
、
原
則
と
し
て
同
一
常
居
所
地
法
へ
の
連
結
お
よ
び
附
従
的
連
結
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
よ
ほ
ど
の
事

情
が
な
い
限
り
、
通
則
法
一
七
条
な
い
し
一
九
条
の
規
定
に
よ
っ
た
り
、
そ
の
他
の
法
が
準
拠
法
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。」
と
さ
れ
る
。
奥
田

）
九
三
六
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
三
五

安
弘
『
国
際
私
法
と
隣
接
法
分
野
の
研
究
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
九
年
）
三
〇
九
頁
以
下
参
照
。

（
12
） 

北
澤
教
授
は
、「
通
則
法
一
五
条
に
例
示
列
挙
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
事
情
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
」
に
つ
い
て
、「
不
法
行
為
等
が
当
事

者
間
の
法
律
関
係
に
関
係
し
て
さ
れ
た
と
き
に
当
該
法
律
関
係
の
準
拠
法
に
よ
る
と
の
規
律
は
、
当
事
者
の
常
居
所
地
法
に
よ
る
と
の
規
律
よ
り
も

優
先
的
に
適
用
さ
れ
る
」
べ
き
こ
と
の
理
由
と
し
て
、「
一
般
的
な
社
会
関
係
よ
り
も
特
別
の
社
会
関
係
の
方
が
当
事
者
の
帰
属
意
識
が
高
く
、
当

事
者
は
特
別
の
社
会
関
係
と
よ
り
緊
密
な
帰
属
関
係
に
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
法
律
関
係
の
準
拠
法
の
方
が
当
事
者
に
と
っ
て
よ
り
密
接
に
関

係
す
る
法
律
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
」
及
び
「
当
該
法
律
関
係
の
準
拠
法
と
の
適
応
問
題
の
発
生
も
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
」
が
援
用

さ
れ
て
い
る
。
櫻
田
＝
道
垣
内
編
・
前
掲
書
四
一
三
頁
（
北
澤
）
参
照
。

（
13
） 

北
澤
教
授
は
、
二
つ
の
事
情
の
う
ち
、
後
者
に
つ
い
て
は
、「
当
事
者
間
の
『
契
約
』
と
い
う
文
言
は
、
あ
く
ま
で
例
示
に
す
ぎ
な
い
こ
と
か

ら
、
当
事
者
間
に
存
在
す
る
契
約
以
外
の
法
律
関
係
や
当
事
者
間
に
共
通
す
る
事
実
関
係
」
の
存
在
を
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

櫻
田
＝
道
垣
内
編
・
前
掲
書
四
一
四
頁
（
北
澤
）
参
照
。
ま
た
、
種
村
教
授
は
、「
例
え
ば
親
子
間
ま
た
は
夫
婦
間
の
不
法
行
為
な
ど
、『
契
約
』
以

外
の
基
本
関
係
に
関
連
し
て
不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
も
」、
契
約
に
準
じ
た
取
扱
を
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
木
棚
照
一
（
編
）『
国
際
私

法
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
六
）
二
九
五
頁
（
種
村
佑
介
）
参
照
。

（
14
） 

道
垣
内
教
授
は
、「
一
七
条
か
ら
一
九
条
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
法
的
安
定
性
と
二
〇
条
に
よ
る
具
体
的
妥
当
性
（
個
別
の
事
情
に
よ
る
最
密
接

関
係
地
法
の
適
用
）
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、『
明
ら
か
に
』
と
い
う
要
件
の
具
備
を
厳
し
く
適
用
し
、
裁
判
を
し
て
み
な
い
と

準
拠
法
が
決
ま
ら
な
い
と
い
う
事
態
（
社
会
的
コ
ス
ト
が
増
大
す
る
）
に
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
さ
れ
る
。
澤
木
＝
道
垣

内
・
前
掲
書
二
三
二
頁
参
照
。

（
15
） 

例
え
ば
、
神
前
教
授
は
、「
単
に
、
原
則
的
な
準
拠
法
以
外
の
法
が
最
密
接
関
係
地
法
で
あ
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
と
解
さ
れ
る
が
、
具
体
的

に
い
か
な
る
場
合
が
こ
れ
に
あ
た
る
か
に
つ
い
て
は
、
解
釈
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。」
と
さ
れ
る
。
神
前
＝
早
川
＝
元
永
・
前
掲
書

二
四
二
頁
（
神
前
）
参
照
。
ま
た
、
中
野
教
授
は
、「
二
〇
条
は
、
こ
の
よ
う
な
例
外
連
結
要
素
間
で
の
優
先
関
係
を
示
さ
な
い
点
で
、
柔
軟
性
と

引
き
替
え
に
不
明
確
さ
を
残
す
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
国
際
私
法
四
〇
条
の
よ
う
な
段
階
的
連
結
方
式
の
採
用
に
よ
っ
て
、
適
用
関
係
の
明

確
性
を
確
保
す
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
案
四
条
も
、
当
事
者
間
の
契
約
関
係
等
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
密
接
関
係
法
、
同

）
九
三
三
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
三
五

安
弘
『
国
際
私
法
と
隣
接
法
分
野
の
研
究
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
九
年
）
三
〇
九
頁
以
下
参
照
。

（
12
） 

北
澤
教
授
は
、「
通
則
法
一
五
条
に
例
示
列
挙
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
事
情
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
」
に
つ
い
て
、「
不
法
行
為
等
が
当
事

者
間
の
法
律
関
係
に
関
係
し
て
さ
れ
た
と
き
に
当
該
法
律
関
係
の
準
拠
法
に
よ
る
と
の
規
律
は
、
当
事
者
の
常
居
所
地
法
に
よ
る
と
の
規
律
よ
り
も

優
先
的
に
適
用
さ
れ
る
」
べ
き
こ
と
の
理
由
と
し
て
、「
一
般
的
な
社
会
関
係
よ
り
も
特
別
の
社
会
関
係
の
方
が
当
事
者
の
帰
属
意
識
が
高
く
、
当

事
者
は
特
別
の
社
会
関
係
と
よ
り
緊
密
な
帰
属
関
係
に
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
法
律
関
係
の
準
拠
法
の
方
が
当
事
者
に
と
っ
て
よ
り
密
接
に
関

係
す
る
法
律
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
」
及
び
「
当
該
法
律
関
係
の
準
拠
法
と
の
適
応
問
題
の
発
生
も
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
」
が
援
用

さ
れ
て
い
る
。
櫻
田
＝
道
垣
内
編
・
前
掲
書
四
一
三
頁
（
北
澤
）
参
照
。

（
13
） 

北
澤
教
授
は
、
二
つ
の
事
情
の
う
ち
、
後
者
に
つ
い
て
は
、「
当
事
者
間
の
『
契
約
』
と
い
う
文
言
は
、
あ
く
ま
で
例
示
に
す
ぎ
な
い
こ
と
か

ら
、
当
事
者
間
に
存
在
す
る
契
約
以
外
の
法
律
関
係
や
当
事
者
間
に
共
通
す
る
事
実
関
係
」
の
存
在
を
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

櫻
田
＝
道
垣
内
編
・
前
掲
書
四
一
四
頁
（
北
澤
）
参
照
。
ま
た
、
種
村
教
授
は
、「
例
え
ば
親
子
間
ま
た
は
夫
婦
間
の
不
法
行
為
な
ど
、『
契
約
』
以

外
の
基
本
関
係
に
関
連
し
て
不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
も
」、
契
約
に
準
じ
た
取
扱
を
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
木
棚
照
一
（
編
）『
国
際
私

法
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
六
）
二
九
五
頁
（
種
村
佑
介
）
参
照
。

（
14
） 

道
垣
内
教
授
は
、「
一
七
条
か
ら
一
九
条
に
よ
り
与
え
ら
れ
る
法
的
安
定
性
と
二
〇
条
に
よ
る
具
体
的
妥
当
性
（
個
別
の
事
情
に
よ
る
最
密
接

関
係
地
法
の
適
用
）
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
こ
と
が
な
い
よ
う
、『
明
ら
か
に
』
と
い
う
要
件
の
具
備
を
厳
し
く
適
用
し
、
裁
判
を
し
て
み
な
い
と

準
拠
法
が
決
ま
ら
な
い
と
い
う
事
態
（
社
会
的
コ
ス
ト
が
増
大
す
る
）
に
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
さ
れ
る
。
澤
木
＝
道
垣

内
・
前
掲
書
二
三
二
頁
参
照
。

（
15
） 

例
え
ば
、
神
前
教
授
は
、「
単
に
、
原
則
的
な
準
拠
法
以
外
の
法
が
最
密
接
関
係
地
法
で
あ
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
と
解
さ
れ
る
が
、
具
体
的

に
い
か
な
る
場
合
が
こ
れ
に
あ
た
る
か
に
つ
い
て
は
、
解
釈
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。」
と
さ
れ
る
。
神
前
＝
早
川
＝
元
永
・
前
掲
書

二
四
二
頁
（
神
前
）
参
照
。
ま
た
、
中
野
教
授
は
、「
二
〇
条
は
、
こ
の
よ
う
な
例
外
連
結
要
素
間
で
の
優
先
関
係
を
示
さ
な
い
点
で
、
柔
軟
性
と

引
き
替
え
に
不
明
確
さ
を
残
す
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
国
際
私
法
四
〇
条
の
よ
う
な
段
階
的
連
結
方
式
の
採
用
に
よ
っ
て
、
適
用
関
係
の
明

確
性
を
確
保
す
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
案
四
条
も
、
当
事
者
間
の
契
約
関
係
等
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
密
接
関
係
法
、
同

）
九
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
三
六

一
常
居
所
地
法
、
損
害
発
生
地
法
と
い
う
優
先
順
位
を
明
ら
か
に
す
る
規
定
形
式
を
採
用
し
て
い
る
。
本
条
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
も
、
基
本
的
に
は
、

契
約
準
拠
法
へ
の
附
従
的
連
結
が
共
通
常
居
所
地
法
の
適
用
に
優
先
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
と
さ
れ
る
。
中
野
俊
一
郎
「
法
適
用
通
則
法

に
お
け
る
不
法
行
為
の
準
拠
法
に
つ
い
て
」
民
商
法
雑
誌
一
三
五
巻
六
号
（
二
〇
〇
七
年
）
九
四
五
頁
参
照
。

（
16
） P

auknerova, op. cit., p.64.

（
17
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
編
『
国
際
私
法
立
法
総
覧
』（
冨
山
房
、
一
九
八
九
年
）
七
〇
頁
参
照
。

（
18
） 

因
み
に
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
国
際
私
法
典
第
二
条
第
一
項
は
、「
国
際
的
要
素
を
有
す
る
私
法
関
係
は
、
そ
れ
が
最
も
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
国

家
の
法
に
服
す
る
。
本
法
典
に
含
ま
れ
た
準
拠
法
決
定
の
た
め
の
規
定
は
、
そ
の
原
則
の
表
現
と
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。
笠
原
俊
宏
「
ブ
ル

ガ
リ
ア
国
際
私
法
の
法
典
化
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
五
四
巻
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
〇
三
頁
参
照
。

（
19
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
井
之
上
宜
信
「
ス
イ
ス
の
国
際
私
法
典
（
一
九
八
九
年
）
に
つ
い
て
（
一
）」
法
学
新
報
九
六
巻
一
・
二
号
（
一
九
八
九
年
）

四
〇
九
頁
、
奥
田
安
弘
『
国
際
私
法
・
国
籍
法
・
家
族
法
資
料
集
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
〇
六
年
）
二
頁
以
下
、
笠
原
編
・
前
掲
書
一
三
二

頁
以
下
参
照
。

（
20
） 

条
文
の
邦
訳
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
ケ
ベ
ッ
ク
民
法
典
中
の
国
際
私
法
規
定
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
四
二
巻
二
号
（
一
九
九
九
年
）

一
四
一
頁
以
下
参
照
。

（
21
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
ス
ロ
ベ
ニ
ア
国
際
私
法
の
法
典
化
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
四
八
巻
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
二
七
一
頁
参
照
。
ス

ロ
ベ
ニ
ア
国
際
私
法
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
一
九
八
一
年
の
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
国
際
私
法
で
あ
る
が
、
同
国
際
私
法
に
は
、
例
外
条
項
は

存
在
し
て
お
ら
ず
、
分
離
・
独
立
後
、
明
ら
か
に
ス
イ
ス
国
際
私
法
第
一
五
条
に
倣
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

（
22
） 

『
令
和
三
年
版
戸
籍
実
務
六
法
』（
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
二
〇
年
）
一
一
三
一
頁
等
参
照
。

（
23
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
リ
ト
ア
ニ
ア
国
際
私
法
の
改
正
に
つ
い
て
─
新
旧
立
法
の
比
較
─
」
東
洋
法
学
五
二
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）

二
三
二
頁
、
二
四
六
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
不
法
行
為
の
準
拠
法
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
の
四
三
第
一
項
が
、
被
害
者
の
選
択
に
よ
り
、
行
為
地
法
、

損
害
惹
起
事
実
発
生
地
法
、
結
果
発
生
地
法
を
原
則
的
準
拠
法
と
し
た
う
え
で
、
第
四
項
が
、
当
事
者
双
方
の
同
一
常
居
所
地
法
に
よ
る
こ
と
を
規

定
し
て
い
る
。
そ
れ
が
よ
り
密
接
な
関
連
性
を
有
す
る
法
で
あ
る
こ
と
は
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
。

）
九
三
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
三
七

（
24
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
際
私
法
の
法
典
化
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
五
五
巻
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
四
八
頁
参
照
。
因

み
に
、
同
条
第
一
項
は
、
渉
外
的
私
法
関
係
の
準
拠
法
が
、
こ
の
法
律
、
そ
の
他
の
法
律
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
締
約
国
で
あ
る
国
際
条
約
の
抵
触
規
定
、

そ
の
他
の
抵
触
法
上
の
抵
触
規
定
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

（
25
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
マ
ケ
ド
ニ
ア
国
際
私
法
の
改
正
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
五
五
巻
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
四
一
頁
参
照
。

（
26
） 

条
文
の
邦
訳
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
オ
ラ
ン
ダ
国
際
私
法
（
二
〇
一
一
年
）
の
邦
訳
と
解
説
（
一
）」
戸
籍
時
報
七
〇
二
号
（
二
〇
一
三

年
）
一
一
頁
参
照
。

（
27
） 

笠
原
俊
宏
「
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
共
和
国
の
国
際
私
法
（
二
〇
一
四
年
）
の
邦
訳
と
解
説
（
一
）」
戸
籍
時
報
七
七
五
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
五
頁

参
照
。
契
約
外
債
務
に
つ
い
て
は
、
第
五
二
条
に
お
い
て
、
損
害
発
生
地
法
を
原
則
的
準
拠
法
（
第
一
項
）
と
し
、
加
害
者
と
被
害
者
の
同
一
常
居

所
地
法
の
適
用
を
優
先
し
（
第
二
項
）、
全
体
の
状
況
か
ら
、
別
の
国
家
と
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
国
家
法
を
優
先
す

る
こ
と
と
し
、「
当
該
別
の
国
家
と
の
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
は
、
損
害
を
惹
起
す
る
事
実
と
密
接
に
関
係
す
る
契
約
の
よ
う
に
、
当
事
者
の

以
前
の
関
係
に
立
脚
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
（
第
三
項
）、「
よ
り
密
接
な
関
係
」
の
判
断
の
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
諸

規
定
は
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
に
従
っ
て
解
釈
・
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
（
第
六
七
条
）。
国
内
立
法
と
し
て
の
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
国
際
私

法
中
の
諸
規
定
は
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
を
最
も
意
識
し
た
内
容
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
28
） 

条
文
に
つ
い
て
は
、
笠
原
俊
宏
「
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国
民
商
法
典
中
の
国
際
私
法
規
定
（
二
〇
一
四
年
）
の
邦
訳
と
解
説
（
上
）」
戸
籍
時

報
七
四
四
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
八
頁
参
照
。
そ
の
他
、
例
え
ば
、
契
約
（
第
二
六
五
三
条
）
及
び
親
責
任
（
第
二
六
三
九
条
）
に
お
い
て
、
特
別

例
外
条
項
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
併
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
理
論
的
に
も
、
ま
た
、
実
定
法
の
解
釈
に
お
け
る
無
用
の
混
乱

を
招
く
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
前
者
は
、
一
般
例
外
条
項
と
同
様
に
、
場
所
的
要
素
に
依
拠
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、

実
質
的
判
断
に
依
拠
し
た
修
正
条
項
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
笠
原
・
前
掲
（
下
）
同
誌
七
四
七
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
六
頁
参
照
。

（
29
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
共
和
国
の
新
し
い
国
際
私
法
典
（
二
〇
一
七
年
）
の
邦
訳
と
解
説
（
上
）」
戸
籍
時
報
七
七
〇
号

（
二
〇
一
八
年
）
三
三
頁
参
照
。

（
30
） 

そ
の
結
果
、
解
決
の
予
測
可
能
性
及
び
法
律
関
係
の
安
定
性
が
後
退
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
法
定
債
務
の
準
拠
法
に
つ
い
て

）
九
三
三
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
三
七

（
24
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
ウ
ク
ラ
イ
ナ
国
際
私
法
の
法
典
化
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
五
五
巻
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
四
八
頁
参
照
。
因

み
に
、
同
条
第
一
項
は
、
渉
外
的
私
法
関
係
の
準
拠
法
が
、
こ
の
法
律
、
そ
の
他
の
法
律
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
締
約
国
で
あ
る
国
際
条
約
の
抵
触
規
定
、

そ
の
他
の
抵
触
法
上
の
抵
触
規
定
に
従
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。

（
25
） 
条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
マ
ケ
ド
ニ
ア
国
際
私
法
の
改
正
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
五
五
巻
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
四
一
頁
参
照
。

（
26
） 

条
文
の
邦
訳
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
オ
ラ
ン
ダ
国
際
私
法
（
二
〇
一
一
年
）
の
邦
訳
と
解
説
（
一
）」
戸
籍
時
報
七
〇
二
号
（
二
〇
一
三

年
）
一
一
頁
参
照
。

（
27
） 

笠
原
俊
宏
「
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
共
和
国
の
国
際
私
法
（
二
〇
一
四
年
）
の
邦
訳
と
解
説
（
一
）」
戸
籍
時
報
七
七
五
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
五
頁

参
照
。
契
約
外
債
務
に
つ
い
て
は
、
第
五
二
条
に
お
い
て
、
損
害
発
生
地
法
を
原
則
的
準
拠
法
（
第
一
項
）
と
し
、
加
害
者
と
被
害
者
の
同
一
常
居

所
地
法
の
適
用
を
優
先
し
（
第
二
項
）、
全
体
の
状
況
か
ら
、
別
の
国
家
と
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
国
家
法
を
優
先
す

る
こ
と
と
し
、「
当
該
別
の
国
家
と
の
明
ら
か
に
よ
り
密
接
な
関
係
は
、
損
害
を
惹
起
す
る
事
実
と
密
接
に
関
係
す
る
契
約
の
よ
う
に
、
当
事
者
の

以
前
の
関
係
に
立
脚
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
（
第
三
項
）、「
よ
り
密
接
な
関
係
」
の
判
断
の
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
諸

規
定
は
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
に
従
っ
て
解
釈
・
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
（
第
六
七
条
）。
国
内
立
法
と
し
て
の
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
国
際
私

法
中
の
諸
規
定
は
、
ロ
ー
マ
Ⅱ
規
則
を
最
も
意
識
し
た
内
容
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
28
） 

条
文
に
つ
い
て
は
、
笠
原
俊
宏
「
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
共
和
国
民
商
法
典
中
の
国
際
私
法
規
定
（
二
〇
一
四
年
）
の
邦
訳
と
解
説
（
上
）」
戸
籍
時

報
七
四
四
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
八
頁
参
照
。
そ
の
他
、
例
え
ば
、
契
約
（
第
二
六
五
三
条
）
及
び
親
責
任
（
第
二
六
三
九
条
）
に
お
い
て
、
特
別

例
外
条
項
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
併
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
理
論
的
に
も
、
ま
た
、
実
定
法
の
解
釈
に
お
け
る
無
用
の
混
乱

を
招
く
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
因
み
に
、
前
者
は
、
一
般
例
外
条
項
と
同
様
に
、
場
所
的
要
素
に
依
拠
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、

実
質
的
判
断
に
依
拠
し
た
修
正
条
項
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
笠
原
・
前
掲
（
下
）
同
誌
七
四
七
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
六
頁
参
照
。

（
29
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
ハ
ン
ガ
リ
ー
共
和
国
の
新
し
い
国
際
私
法
典
（
二
〇
一
七
年
）
の
邦
訳
と
解
説
（
上
）」
戸
籍
時
報
七
七
〇
号

（
二
〇
一
八
年
）
三
三
頁
参
照
。

（
30
） 

そ
の
結
果
、
解
決
の
予
測
可
能
性
及
び
法
律
関
係
の
安
定
性
が
後
退
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
法
定
債
務
の
準
拠
法
に
つ
い
て

）
九
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
三
八

は
、
第
七
〇
条
は
、
原
因
事
実
発
生
地
法
が
準
拠
法
と
な
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
但
し
、
被
害
者
は
、
損
害
発
生
地
法
を
選
択
す
る
こ
と
が
認

め
ら
れ
て
い
る
。
加
害
者
と
被
害
者
と
が
同
一
の
国
に
常
居
所
を
有
す
る
と
き
は
、
同
国
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
強
行
性
は
な
く
、
被
害
者

の
利
益
の
た
め
、
連
結
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
法
の
多
元
化
が
そ
の
規
定
の
主
旨
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
笠
原
俊
宏
「
チ
ュ
ニ
ジ
ア
国
際
私
法
の
法

典
化
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
四
四
巻
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
〇
八
頁
参
照
。

（
31
） 

条
文
の
邦
訳
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
ベ
ル
ギ
ー
国
際
私
法
（
二
〇
〇
四
年
）
の
邦
訳
と
解
説
（
上
）」
戸
籍
時
報
五
九
三
号
（
二
〇
〇
六

年
）
二
五
頁
参
照
。

（
32
） 

笠
原
・
前
掲
（
前
注
31
）（
下
）
同
誌
五
九
四
号
（
二
〇
〇
六
年
）
五
八
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
オ
ラ
ン
ダ
民
法
典
第
一
〇
編
第
九
条
に
も
、

既
成
事
実
の
例
外
的
連
結
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
笠
原
俊
宏
「
国
際
私
法
に
お
け
る
既
成
事
実
の
例
外
的
連
結
に
つ
い
て
」
大
東
ロ
ー
ジ
ャ
ー

ナ
ル
一
〇
号
（
二
〇
一
四
年
）
五
頁
以
下
参
照
。

（
33
） 

笠
原
・
前
掲
（
前
注
32
）
五
九
頁
参
照
。

（
34
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
ル
ー
マ
ニ
ア
国
際
私
法
の
改
正
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
五
七
巻
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
三
三
〇
頁
参
照
。
こ
れ

は
、
身
分
及
び
能
力
の
準
拠
法
と
さ
れ
る
属
人
法
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
、
連
結
点
と
な
る
国
籍
等
が
形
骸
化
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ

て
も
、
一
貫
し
て
、
そ
れ
に
依
拠
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
35
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
モ
ナ
コ
公
国
の
国
際
私
法
（
二
〇
一
七
年
）
の
邦
訳
と
解
説
（
上
）」
戸
籍
時
報
七
六
八
号
（
二
〇
一
八
年
）

三
九
頁
参
照
。
解
説
と
し
て
、
笠
原
・
同
（
下
）
同
誌
七
六
九
号
（
二
〇
一
八
年
）
三
一
頁
参
照
。

（
36
） 

条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
ク
ロ
ア
チ
ア
共
和
国
の
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
（
二
〇
一
九
年
施
行
）・
邦
訳
と
解
説
（
一
）」
戸
籍
時
報

七
九
〇
号
（
二
〇
一
九
年
）
二
五
頁
以
下
参
照
。

（
37
） 

笠
原
・
前
掲
（
注
36
）
同
誌
七
九
二
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
四
頁
参
照
。

（
38
） 

廣
江
健
司
『
ア
メ
リ
カ
国
際
私
法
の
研
究
─
不
法
行
為
準
拠
法
選
定
に
関
す
る
方
法
論
と
判
例
法
状
態
』（
国
際
書
院
、
一
九
九
四
年
）

一
七
〇
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
今
日
、
大
陸
型
国
際
私
法
の
本
来
の
原
型
で
あ
る
明
確
な
抵
触
ル
ー
ル
の
定
立
と
ア
メ
リ
カ
型
国
際
私
法
に
お
け
る

緩
や
か
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
基
本
的
な
姿
勢
と
の
選
択
に
お
い
て
、
ル
イ
ジ
ア
ナ
国
際
私
法
は
、
ル
ー
ル
対
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、
ル
ー
ル
及
び
ア

）
九
三
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
三
九

プ
ロ
ー
チ
の
立
場
を
選
択
し
て
お
り
、
窮
屈
な
ル
ー
ル
と
柔
軟
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
組
合
せ
に
よ
り
、
確
実
性
と
柔
軟
性
の
適
正
な
均
衡
が
目
論
ま

れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
笠
原
俊
宏
「
ル
イ
ジ
ア
ナ
民
法
典
中
の
国
際
私
法
規
定
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
四
三
巻
一
号
（
一
九
九
九

年
）
九
九
頁
以
下
参
照
。

（
39
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
チ
ェ
コ
共
和
国
の
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
（
二
〇
一
二
年
）・
邦
訳
と
解
説
（
一
）」
戸
籍
時
報
七
八
四
号

（
二
〇
一
九
年
）
三
八
頁
参
照
。

（
40
） 

原
則
的
準
拠
法
の
適
用
が
当
事
者
の
根
拠
の
あ
る
期
待
に
反
す
る
と
の
意
味
が
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
解
釈

は
、
チ
ェ
コ
の
研
究
者
に
よ
る
文
献
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
笠
原
・
前
掲
（
注
39
）
邦
訳
と
解
説
（
五
・
完
）
同
誌
七
八
九
号

（
二
〇
一
九
年
）
四
六
頁
参
照
。

（
41
） 

関
口
晃
治
「
オ
レ
ゴ
ン
不
法
行
為
抵
触
法
に
つ
い
て
」
志
學
館
法
学
一
五
号
（
二
〇
一
四
年
）
四
六
頁
参
照
。

（
42
） 

条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
ジ
ョ
ー
ジ
ア
国
の
国
際
私
法
・
邦
訳
と
解
説
（
上
）」
戸
籍
時
報
七
六
五
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
一
頁
参
照
。

（
43
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
ド
イ
ツ
国
際
私
法
に
お
け
る
契
約
外
債
務
お
よ
び
物
権
の
準
拠
法
」
東
洋
法
学
四
三
巻
二
号
（
一
九
九
九
年
）

二
〇
〇
頁
以
下
参
照
。

（
44
） 

笠
原
・
前
掲
（
注
43
）
二
〇
二
頁
参
照
。

（
45
） 

条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
エ
ス
ト
ニ
ア
共
和
国
国
際
私
法
の
改
正
に
つ
い
て
─
新
旧
法
の
比
較
検
討
─
」
東
洋
法
学
五
六
巻
三
号

（
二
〇
一
三
年
）
一
六
二
頁
以
下
参
照
。

（
46
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
・
前
掲
（
注
18
）
二
三
五
頁
以
下
参
照
。

（
47
） 

条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
ト
ル
コ
国
際
私
法
の
改
正
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
五
三
巻
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
五
四
頁
参
照
。

（
48
） 

条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
中
華
民
国
国
際
私
法
（
渉
外
民
事
法
律
適
用
法
）
の
改
正
（
上
）」
戸
籍
時
報
六
五
九
号
（
二
〇
一
〇
年
）

六
八
頁
参
照
。

（
49
） 

黄
靱
廷
『
中
国
国
際
私
法
の
比
較
法
的
研
究
』（
帝
塚
山
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）
一
九
一
頁
以
下
、
笠
原
俊
宏
「
中
華
人
民
共
和
国
の

新
し
い
国
際
私
法
『
渉
外
民
事
関
係
法
律
適
用
法
』
の
解
説
（
一
）」
戸
籍
時
報
六
六
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
九
頁
参
照
。

）
九
三
三
（



国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
三
九

プ
ロ
ー
チ
の
立
場
を
選
択
し
て
お
り
、
窮
屈
な
ル
ー
ル
と
柔
軟
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
組
合
せ
に
よ
り
、
確
実
性
と
柔
軟
性
の
適
正
な
均
衡
が
目
論
ま

れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
笠
原
俊
宏
「
ル
イ
ジ
ア
ナ
民
法
典
中
の
国
際
私
法
規
定
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
四
三
巻
一
号
（
一
九
九
九

年
）
九
九
頁
以
下
参
照
。

（
39
） 
条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
チ
ェ
コ
共
和
国
の
国
際
私
法
に
関
す
る
法
律
（
二
〇
一
二
年
）・
邦
訳
と
解
説
（
一
）」
戸
籍
時
報
七
八
四
号

（
二
〇
一
九
年
）
三
八
頁
参
照
。

（
40
） 

原
則
的
準
拠
法
の
適
用
が
当
事
者
の
根
拠
の
あ
る
期
待
に
反
す
る
と
の
意
味
が
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
解
釈

は
、
チ
ェ
コ
の
研
究
者
に
よ
る
文
献
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
笠
原
・
前
掲
（
注
39
）
邦
訳
と
解
説
（
五
・
完
）
同
誌
七
八
九
号

（
二
〇
一
九
年
）
四
六
頁
参
照
。

（
41
） 

関
口
晃
治
「
オ
レ
ゴ
ン
不
法
行
為
抵
触
法
に
つ
い
て
」
志
學
館
法
学
一
五
号
（
二
〇
一
四
年
）
四
六
頁
参
照
。

（
42
） 

条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
ジ
ョ
ー
ジ
ア
国
の
国
際
私
法
・
邦
訳
と
解
説
（
上
）」
戸
籍
時
報
七
六
五
号
（
二
〇
一
八
年
）
二
一
頁
参
照
。

（
43
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
俊
宏
「
ド
イ
ツ
国
際
私
法
に
お
け
る
契
約
外
債
務
お
よ
び
物
権
の
準
拠
法
」
東
洋
法
学
四
三
巻
二
号
（
一
九
九
九
年
）

二
〇
〇
頁
以
下
参
照
。

（
44
） 

笠
原
・
前
掲
（
注
43
）
二
〇
二
頁
参
照
。

（
45
） 

条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
エ
ス
ト
ニ
ア
共
和
国
国
際
私
法
の
改
正
に
つ
い
て
─
新
旧
法
の
比
較
検
討
─
」
東
洋
法
学
五
六
巻
三
号

（
二
〇
一
三
年
）
一
六
二
頁
以
下
参
照
。

（
46
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
笠
原
・
前
掲
（
注
18
）
二
三
五
頁
以
下
参
照
。

（
47
） 

条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
ト
ル
コ
国
際
私
法
の
改
正
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
五
三
巻
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
五
四
頁
参
照
。

（
48
） 

条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
中
華
民
国
国
際
私
法
（
渉
外
民
事
法
律
適
用
法
）
の
改
正
（
上
）」
戸
籍
時
報
六
五
九
号
（
二
〇
一
〇
年
）

六
八
頁
参
照
。

（
49
） 

黄
靱
廷
『
中
国
国
際
私
法
の
比
較
法
的
研
究
』（
帝
塚
山
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
）
一
九
一
頁
以
下
、
笠
原
俊
宏
「
中
華
人
民
共
和
国
の

新
し
い
国
際
私
法
『
渉
外
民
事
関
係
法
律
適
用
法
』
の
解
説
（
一
）」
戸
籍
時
報
六
六
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
九
頁
参
照
。

）
九
三
三
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
四
〇

（
50
） 

条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
東
テ
ィ
モ
ー
ル
民
法
典
（
二
〇
一
一
年
）
中
の
国
際
私
法
規
定
」
戸
籍
時
報
七
九
三
号
（
二
〇
二
〇
年
）

二
四
頁
参
照
。

（
51
） 
条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
ア
ル
バ
ニ
ア
共
和
国
国
際
私
法
の
改
正
（
二
）」
戸
籍
時
報
七
七
九
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
九
頁
参
照
。

（
52
） 
条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
ロ
シ
ア
連
邦
国
際
私
法
の
改
正
（
二
〇
一
三
年
）
の
解
説
（
上
）」
戸
籍
時
報
七
二
〇
号
（
二
〇
一
四
年
）

一
九
頁
参
照
。

（
53
） 

条
文
及
び
解
説
は
、
笠
原
俊
宏
「
新
し
い
ベ
ト
ナ
ム
国
際
私
法
・
邦
訳
と
解
説
（
上
）」
戸
籍
時
報
七
六
二
号
（
二
〇
一
七
年
）
五
〇
頁
、
同

「
ウ
ル
グ
ア
イ
東
方
共
和
国
国
際
私
法
の
邦
訳
と
解
説
（
中
）」
戸
籍
時
報
七
五
五
号
（
二
〇
一
七
年
）
二
〇
頁
以
下
参
照
。

（
54
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
寺
井
里
沙
『
国
際
債
権
契
約
と
回
避
条
項
』（
信
山
社
、
二
〇
一
七
年
）
一
二
三
頁
以
下
に
よ
っ
た
。

（
55
） 

寺
井
・
前
掲
書
一
二
六
頁
は
、
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
第
四
条
第
三
項
に
つ
い
て
、
複
数
の
独
立
抵
触
規
定
、
従
属
抵
触
規
定
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

複
合
的
な
抵
触
規
定
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
卑
見
の
立
場
か
ら
は
、
同
項
は
、
最
密
接
関
連
性
の
原
則
を
基
盤
と
す
る
単
一
の
独
立
抵
触
規
定
を

も
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
56
） 

特
徴
的
給
付
は
あ
く
ま
で
も
最
密
接
関
係
地
法
を
推
定
す
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
特
徴
的
給
付
を
観
念
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に

は
、
そ
れ
を
無
理
に
認
定
す
る
必
要
は
な
く
、「
特
徴
的
な
給
付
を
当
事
者
の
一
方
の
み
が
行
う
も
の
」
に
は
あ
た
ら
な
い
と
し
て
、
最
密
接
関
係

地
を
判
断
す
れ
ば
足
り
る
。
神
前
・
前
掲
書
六
七
頁
参
照
。

（
57
） 

条
文
の
邦
訳
は
、
種
村
佑
介
『
国
際
不
法
行
為
法
の
研
究
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
七
年
）
二
三
三
頁
に
よ
っ
た
。

（
58
） 

種
村
・
前
掲
書
二
三
四
頁
参
照
。

（
59
） 

邦
訳
は
、
小
池
未
来
「『
離
婚
及
び
法
的
別
居
の
準
拠
法
の
領
域
に
お
け
る
先
行
統
合
の
実
施
に
関
す
る
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
〇
日
の
理
事

会
規
則1259/2010

』
試
訳
」
同
志
社
法
学
六
六
巻
三
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
三
五
頁
等
参
照
。

（
60
） P

auknerova, op. cit., p.80.

（
61
） 

ヤ
イ
メ
教
授
に
よ
れ
ば
、
当
事
者
に
許
さ
れ
た
法
選
択
は
、
ロ
ー
マ
Ⅲ
規
則
第
一
〇
条
の
回
避
条
項
に
加
え
て
、
第
一
二
条
の
公
序
条
項
に
よ

る
排
除
と
も
合
わ
せ
て
、
抽
象
的
及
び
具
体
的
に
、
二
重
に
排
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
更
に
、
排
除
の
事
由
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
の
制
限
さ

）
九
三
三
（

国
際
私
法
に
お
け
る
例
外
条
項
の
発
動
基
準
に
つ
い
て
（
徐
）

一
四
一

れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
第
一
〇
条
は
法
選
択
の
自
由
の
制
度
に
一
致
す
る
よ
う
制
限
的
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
当
事
者
が
当
該
規
定
の
適

用
を
援
用
し
た
場
合
に
の
み
発
動
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。E

rik Jaym
e, K

odifikation und A
llgem

einer T
eil im

 IP
R

, in: S
tefan 

L
eible/H

annes U
nberath 

（H
rsg.

）, B
rauchen w

ir eine R
om

 0-V
erordnung?, 2013, S

.45.

（
62
） 

訳
文
に
つ
い
て
は
、
金
子
洋
一
「
Ｅ
Ｕ
相
続
規
則
に
お
け
る
相
続
準
拠
法
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
─
ド
イ
ツ
国
際
私
法
の
観
点
か
ら
─
」
千
葉

大
学
人
文
社
会
科
学
研
究
科
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
第
二
五
三
集
『
日
独
比
較
民
事
法
』
半
田
吉
信
編
（
二
〇
一
三
年
）
二
一
二
頁
以
下
参
照
。

（
63
） 

例
え
ば
、
被
相
続
人
が
、
職
業
上
の
理
由
や
経
済
活
動
の
た
め
、
本
国
か
ら
離
れ
て
し
ば
し
ば
長
期
に
わ
た
り
何
れ
か
の
他
の
国
で
生
活
し
た

り
、
働
く
一
方
、
本
国
に
も
密
接
で
安
定
し
た
関
係
を
保
持
し
て
い
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
家
庭
生
活
や
社
会
生
活
の
利
害
関
係
の
中
心
が
あ
っ
た

本
国
に
常
居
所
を
有
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
被
相
続
人
が
幾
つ
も
の
国
に
代
わ
る
代
わ
る
生
活
し
て
い
て
、
そ
の
何
れ
か
の
国
民
で

あ
り
、
そ
こ
に
主
要
な
財
産
を
有
し
て
い
た
場
合
に
は
、
そ
の
国
籍
又
は
財
産
の
所
在
が
全
体
的
状
況
の
判
断
に
お
け
る
特
別
な
基
準
と
な
る
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。L

aurent B
arnich, P

résentation du règlem
ent successoral européen, in: A

rnaud N
uyts 

（coordinateur

）, 

A
ctualités en droit international privé, 2013, p.12 et suiv.

（
64
） P

aul L
agarde, E

m
bryon de règlem

ent portant C
ode européen de droit international privé, R

abels Z
eitsch

rift fü
r 

au
slän

d
isch

es- u
n

d
 in

tern
ation

ales P
rivatrech

t 2011, p.673 et suiv.

（
65
） P

auknerova, op. cit., p.82 et seq.

（
66
） O

liver R
em

ien, E
ngste V

erbindung und A
usw

eichklauseln, in: L
eible/U

nberath 

（H
rsg.

）, a. a. O
., S

.239.

（
67
） 

横
山
・
前
掲
書
九
七
頁
に
お
い
て
、「
一
五
条
や
二
〇
条
の
適
用
上
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
を
探
求
す
る
段
階
に
お
い
て
実
質
法
的

な
観
点
が
入
り
込
む
余
地
を
否
定
で
き
な
い
。」
と
い
う
こ
と
の
趣
旨
も
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
68
） 

種
村
・
前
掲
書
二
四
二
頁
参
照
。

（
69
） 

例
え
ば
、P

auknerova, op. cit., p.62 et seq.

（
70
） P

auknerova, op. cit., p.69.

（
71
） P

auknerova, op. cit., p.64 et seq.

）
九
三
九
（
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（
二
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一
三
年
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二
一
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頁
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下
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照
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63
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ば
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上
の
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や
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活
動
の
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、
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し
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期
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の
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の
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で
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く
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、
本
国
に
も
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接
で
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定
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た
関
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を
保
持
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に
は
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家
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生
活
や
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会
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活
の
利
害
関
係
の
中
心
が
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所
を
有
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た
も
の
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れ
、
ま
た
、
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続
人
が
幾
つ
も
の
国
に
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る
代
わ
る
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活
し
て
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て
、
そ
の
何
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の
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あ
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、
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に
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要
な
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は
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erbindung und A
usw
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eible/U
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rsg.
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., S

.239.
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67
） 

横
山
・
前
掲
書
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頁
に
お
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て
、「
一
五
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や
二
〇
条
の
適
用
上
よ
り
密
接
な
関
係
が
あ
る
他
の
地
を
探
求
す
る
段
階
に
お
い
て
実
質
法
的

な
観
点
が
入
り
込
む
余
地
を
否
定
で
き
な
い
。」
と
い
う
こ
と
の
趣
旨
も
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
68
） 

種
村
・
前
掲
書
二
四
二
頁
参
照
。

（
69
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例
え
ば
、P

auknerova, op. cit., p.62 et seq.

（
70
） P

auknerova, op. cit., p.69.

（
71
） P

auknerova, op. cit., p.64 et seq.

）
九
三
九
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
四
二

（
72
） 

例
え
ば
、
櫻
田
・
前
掲
書
四
四
頁
以
下
参
照
。

（
73
） 

た
だ
し
、
最
密
接
関
係
地
法
の
決
定
に
お
い
て
は
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
が
唱
え
る
法
律
関
係
の
本
拠
地
法
の
決
定
に
お
け
る
よ
り
も
、
具
体
的
な
事

案
に
関
わ
る
情
況
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
多
喜
寛
「
ド
イ
ツ
国
際
私
法
理

論
に
お
け
る
一
つ
の
動
向
─
価
値
中
立
的
国
際
私
法
理
論
か
ら
価
値
促
進
的
国
際
私
法
理
論
へ
─
」
法
政
理
論
一
〇
巻
一
号
（
一
九
七
七
年
）

一
五
〇
頁
以
下
参
照
。

（
74
） 

パ
ウ
ル
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ノ
イ
ハ
ウ
ス
（
桑
田
三
郎
訳
）「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
際
私
法
上
新
た
な
道
は
存
在
す
る
か
」
法
学
新
報
八
一
巻
九
号

（
一
九
七
四
年
）
一
四
一
頁
以
下
、
櫻
田
・
前
掲
書
五
八
頁
参
照
。

（
75
） 

秌
場
準
一
「
準
拠
法
選
定
規
準
と
し
て
の
最
密
接
関
連
性
」
澤
木
敬
郎
＝
秌
場
準
一
編
『
国
際
私
法
の
争
点
（
新
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
六

年
）
所
収
、
五
七
頁
以
下
参
照
。

（
76
） 

ノ
イ
ハ
ウ
ス
（
桑
田
訳
）・
前
掲
一
四
四
頁
参
照
。

（
77
） 

笠
原
・
前
掲
書
三
〇
頁
参
照
。

（
78
） 

パ
ウ
ル
・
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ノ
イ
ハ
ウ
ス
（
櫻
田
嘉
章
訳
）『
国
際
私
法
の
基
礎
理
論
第
二
版
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）
四
六
一
頁
参
照
。

）
九
三
三
（

法
に
お
け
る
他
者

　─
不
可
視
化
さ
れ
た
法
的
主
体
性
と
法
的
正
当
性
・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察
（
松
島
）

一
四
三

法
に
お
け
る
他
者

　─
不
可
視
化
さ
れ
た
法
的
主
体
性
と

法
的
正
当
性
・
正
統
性
回
復
の
た
め
の
一
考
察

松

　
　島

　
　雪

　
　江

は
じ
め
に

『
一
般
国
家
学
』
に
お
い
て
ゲ
オ
ル
ク
・
イ
エ
リ
ネ
ク
は
、
人
は
国
家
の
強
制
力
を
な
ぜ
受
忍
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
を
考
察
し
、
支
配

や
強
制
権
力
の
正
当
性
の
あ
り
か
を
論
じ
た
。
曰
く
「
国
家
の
本
質
は
多
数
人
の
意
思
関
係
」
で
あ
り
、
人
が
そ
れ
を
国
家
と
し
て
認
識

し
、
そ
の
認
識
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
こ
と
で
初
め
て
国
家
と
し
て
成
り
立
つ
。
い
わ
ば
擬
制
と
し
て
の
国
家
で
あ
る
。
一
般
に
国
家
と

は
、
領
域
・
国
民
・
主
権
と
い
う
三
つ
の
要
素
に
よ
り
定
義
さ
れ
る
が
、
イ
エ
リ
ネ
ク
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
は
消
極
的
な
形
式
要
件
に
過
ぎ

な
い
。
国
家
が
国
家
で
あ
る
た
め
に
は
支
配
の
正
当
性
が
問
わ
れ
、
そ
の
た
め
に
最
も
重
要
な
要
素
を
公
共
性
に
見
て
い
る
。
国
家
は
他

論
　
説

）
五
九
三
（




